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沖縄バス：（39）百名線（41）つきしろの町線
東陽バス：（30）泡瀬東線（37）那覇新開線（38）志喜屋線（91）城間線（南風原一日橋経由）
車で ： 那覇空港から南風原町経由与那原向け約20分

沖縄県健康づくり財団

一般財団法人 沖縄県健康づくり財団
お問い合わせ先

↓相続・遺言に関することはこちらをチェック↓

相続・遺言おきなわ .com
http://souzokuigon-okinawa.com/

相続・遺言のお悩み解決します

完全個室の相談ブース完備。
お気軽にご相談ください。（要予約）
～相続・遺言の相談は無料です～

代表司法書士   喜屋武　力 与那原町字東浜２３番地２
（ローソン与那原東浜店となり）

←QRコードか
「相続 遺言 きゃん」
で検索してアクセス

営業時間 平日AM9:00〜PM5:30TEL 882-8177

与那原町 住宅リフォーム支援事業 募集のご案内

ヒカリ塗装工業

TEL/FAX 098-911-0557沖縄県南城市佐敷字新里 519
事務所：与那原町字東浜62-33（203）

最高20万
ぜひ、この機会にお問い合わせ下さい。

〒901-1412
営業所

総合塗装・防水・改修工事

090-9656-8006
代表者 儀間博光（一級技能士）

補助金額工事費用の20％

沖縄県知事許可（般一）第13543号

日本英語検定協会奨励賞
３年連続受賞

国･私立中高受験指導
県立上位進学校受験指導

マリンタウン東浜本校

英 検 準 会 場 登 録 団 体

11月23日
   （勤労感謝の日）は
ごみ収集がお休みです
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わった～まち ユナバルユナバル話題

与那原町
よ な ばる ちょう

与那原ファイヤーバレーボールチーム
月に北海道へ交流試合11

位　置　N26 1゚1'58.5"  E127 4゚5'17.5"
面　積　5.18km2
年平均気温　23．4℃
年間降水量　2159mm

呼　称　琉球語で「ユナバル」。
語　意　「ヨナ」は海岸のサンゴ砂（ユニ・
　　　　ヨナあるいはユナ）による。「ハル」
　　　　は開墾地の意。

町花木　　デイゴ
町　木　　リュウキュウコクタン
町　花　　ハイビスカス
町　魚　　ヨナバルマジク

町民憲章
　一、みんなでつくろう
　　　 みどり豊かな美しいまちを 
　一、みんなでそだてよう
　　　 奉仕するこころと福祉のまちを 
　一、みんなでめざそう
　　　 平和で明るい健康なまちを 
　一、みんなできずこう
　　　 かおり高い文化のまちを 
　一、みんなでのばそう
　　　 活気あふれる産業のまちを

町の人口（９月30日現在・カッコ内は前月末比）
　男　　　9,704 （＋23）
　女　　 10,217 （＋26）
　計　　 19,921 （＋49）
世帯数　　8,314 （＋48）　

与那原町役場の窓口業務時間
平日／  ８時30分～12時
　　　13時～17時15分

　ただし、下記の窓口業務のみ12時～13
時も行っております。

▼住民課／住民票などの証明書発行

▼税務課／所得証明書などの証明書発行
※上記以外の業務（申請やご相談など）は
　12時～13時には行っておりません。
※ほかすべての窓口は12時～13時がお休
　みです。
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公
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しまくとぅば県民大会で発表
小の桑江紀花さん東

　与那原大綱曳にメーモーイ
として参加している桑江紀花
さん（東小６）が、９月14日に
うるま市で開かれた「しまく
とぅば県民大会」に島尻地区
代表として出場しました。
　この大会は、県民のしまく
とぅば普及のため県文化協会
によって毎年開かれている催
し。紀花さんは与那原大綱曳
の歴史から自分が参加したと
きの体験、伝統を守り伝えて
いく意志までを、舞台に一人

で立ち与那原方言を使って発表。会場から大きな拍
手が送られました。

多くの出し物を楽しむ
老会に300人参加敬

　町と社会福祉協議会が主催する敬老
会が９月13日、観光交流施設でで行わ
れ、招かれたおよそ300人が楽しみまし
た。民生児童委員協議会・赤十字奉仕団
の協力でお年寄りを会場に案内。開会と
ともに町文化協会が舞踊・漫談などさま
ざまな芸能を地謡の演奏と共に披露しま
した。阿知利保育所の子どもたちも創作
エイサー演舞では参加者が目を輝かせ
ていました。また町を訪れていたペルー
の研修生もダンスを披露。照屋勉町長も
飛び入りで踊り会場を沸かせました。
　あいさつに立った徳村政福町老人クラ
ブ連合会長は、「老人一人は図書館一つ
分の知識がある。わたしたちの力が町を
つくっているという自負を持って過ごして
ほしい」と語りました。

　町内の男子小学生バレーボールチーム「与那原
ファイヤーバレーボールクラブ」は、７月に浦添市民
体育館で行われた「令和元年度沖縄県スポーツ少年
団バレーボール交流大会」で３位の成績を収め、11
月には北海道で４日間の日程で開催される「第７回北
海道・沖縄県小学生バレーボール交流大会」に沖縄県
代表として派遣されることになりました。
　同チームのメンバーは、札幌市で地元のチームと
の交流試合を行うほか、文化交流を目的に与那原町
の紹介、エイサーを披露する予定です。

今年町内で満100歳は５人
長が長寿祝いに訪問町

　町内今年でトーカチ(かぞえ85歳)を迎えた人は72人、カジマヤー(か
ぞえ97歳)は17人、満100歳は５人でした。町ではそれぞれの方に記念
品を贈り、長寿を祝いました。
　満100歳を迎えた安谷屋初子さんは９月15日、慶祝に訪れた照屋町
長からお祝いの記念品を贈られました。初子さんは90歳を過ぎても毎
日コンビニまで歩いて買い物に行っていたそうです。

ごみ収集休みのお知らせごみ収集休みのお知らせ

　東部環境美化センターも閉庁となります。
直接搬入もできませんので、ご注意ください。

ごみ収集がお休みです23日
11月

勤労感謝の日

　朝夕がすずしくなってきているこの時期、自転車通勤・徒歩通勤
を始めてみませんか。
　与那原町では「与那原町地域総合交通戦略」の中で自転車や徒
歩での通勤を勧めています。毎日自動車通勤している方が１日で
も通勤を徒歩や自転車などに変えると、渋滞緩和に効果がありま
す。沖縄総合事務局が行った「わった̶バス大実験」では、普段自
動車を使っている方が、期間中最低１日自動車以外の交通に変更
したところ、渋滞の長さが５％短くなることが分かっています。
　また、体力増進はもちろんのこと、自動車では気づかなかった景
色が見えたり、渋滞に巻き込まれることがなくストレスが軽減され
ることで、気持ち良く仕事に取り組むことができます。まずは１日か
ら試してみましょう。

すがすがしい朝、仕事終わりの夕方
　自転車通勤・徒歩通勤してみませんか

お問い合わせ  企画政策課  ☎945-8881
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た
と
思
っ

た
。自
分
が
住
ん
で
い
る
、小
さ
な
町

の
大
き
な
祭
り
。そ
の
価
値
は
昔
か
ら

変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
。そ
ん
な
祭
り
は
、こ
れ
か
ら
も

私
達
の
世
代
で
も
大
切
に
し
て
い
き

た
い
。今
の
姿
で
。
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　「
次
は
、与
那
原
小
学
校
六
年
生
に

よ
る
、エ
イ
サ
ー
で
す
」

　
与
那
原
祭
り
、い
よ
い
よ
僕
達
の
出

番
だ
。

　
緊
張
す
る
中
、会
場
に
響
き
わ
た
る

音
楽
と
共
に
エ
イ
サ
ー
が
始
ま
っ
た
。

僕
は
、最
後
ま
で
頑
張
れ
る
自
信
が

あ
っ
た
。

　
僕
達
、与
那
原
小
学
校
六
年
生
は
伝

統
的
に
、与
那
原
祭
り
で
、エ
イ
サ
ー

を
ひ
ろ
う
す
る
。

　
そ
れ
に
向
け
て
、僕
達
も
今
年
の
五

月
に
入
り
、エ
イ
サ
ー
へ
の
取
り
組
が

始
ま
っ
た
。ま
ず
は
、先
生
方
の
踊
る

お
手
本
の
映
像
を
見
な
が
ら
の
練
習

が
主
だ
っ
た
。休
み
時
間
に
な
る
と
、

ク
ラ
ス
の
だ
れ
か
が
映
像
を
流
し
、気

が
つ
け
ば
、ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
踊
っ
て

い
た
。

　
練
習
を
始
め
た
こ
ろ
、僕
は
太
こ
の

リ
ズ
ム
を
、ち
る
こ
と
が
む
ず
か
し

か
っ
た
。し
か
し
、練
習
は
、友
達
と
一緒

エ
イ
サ
ー
と
僕  

ひ
と
夏
の
想
い
出

伊

　敷

　真

　空
︵
与
那
原
小
学
校
６
年
︶

に
や
る
の
で
、と
て
も
楽
し
く
頑
張
る

事
が
で
き
た
。

　
僕
達
が
踊
る
曲
は
、全
部
で
三
曲

だ
。

　「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
琉
球
」「
獅
子
ゴ
ン

ゴ
ン
」「
年
中
口
説
」ど
の
曲
も
、か
っ

こ
よ
く
楽
し
い
曲
だ
。

　
僕
達
六
年
生
は
、本
番
に
向
け
て
、

全
体
練
習
は
も
ち
ろ
ん
、個
人
練
習
な

ど
多
く
の
時
間
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た

の
だ
。

　
そ
う
し
て
迎
え
た
本
番
当
日
、天
気

に
も
め
ぐ
ま
れ
、ま
さ
し
く
僕
達
の
晴

れ
舞
台
を
現
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
音
楽
が
始
ま
る
と
、練
習
し
て
き
た

通
り
、自
然
と
体
が
反
応
し
た
。た
だ
、

練
習
と
の
大
き
な
違
い
は
、六
年
生
全

員
が
気
合
い
を
入
れ
て
本
気
で
踊
っ
て

い
る
こ
と
だ
。

　
す
ご
く
あ
つ
い
中
で
の
エ
イ
サ
ー

だ
っ
た
が
、全
員
で
最
後
ま
で
踊
り
き

る
と
、と
て
も
楽
し
く
、気
持
ち
が
よ

か
っ
た
。

　
ま
る
で
、与
那
原
祭
り
の
主
人
公
に

な
っ
た
気
分
だ
っ
た
。

　
エ
イ
サ
ー
が
終
わ
る
と
、仲
の
良
い

友
人
と
、祭
り
会
場
へ
と
遊
び
に
出
か

け
た
。

　
会
場
へ
着
き
、友
人
と
く
じ
や
、

ダ
ー
ツ
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
遊
ん

だ
。二
人
共
、お
な
か
が
空
い
て
き
た

の
で
、僕
は
わ
た
あ
め
を
、悠
人
は
ポ
ッ

小
学
校
の
部  

最
優
秀
作
文

与那原町大綱曳まつり
図画・作文コンクール表彰式

未
来
の
大
綱
曳
は
小
中
学
生
た
ち
の
手
で

プ
コ
ー
ン
を
買
い
、二
人
で
分
け
な
が

ら
食
べ
た
。

　
す
る
と
、屋
台
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
声

を
か
け
て
き
た
。

　「
こ
の
ポ
テ
ト
あ
げ
る
か
ら
食
べ
な
」

　
僕
達
は
、き
っ
と
エ
イ
サ
ー
を
頑

張
っ
た
、ご
ほ
う
美
を
神
様
が
く
れ
た

ん
だ
な
と
笑
っ
た
。

　
エ
イ
サ
ー
を
踊
り
、主
人
公
の
よ
う

に
な
っ
た
気
分
の
与
那
原
祭
り
。今
ま

で
と
は
ち
が
い
、す
ご
く
楽
し
い
一日
と

な
っ
た
。

　
僕
は
、こ
の
す
ば
ら
し
い
与
那
原
祭

り
に
参
加
で
き
て
、ほ
こ
り
に
思
う
。

ま
た
、来
年
の
夏
も
楽
し
み
だ
。僕
の

住
む
与
那
原
町
に
は
、こ
ん
な
に
最
高

な
夏
祭
り
が
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
夏
の
祭
典
・
与
那
原
大
綱
曳
ま
つ

り
を
図
画
や
作
文
で
表
現
し
、郷
土

文
化
へ
の
認
識
と
理
解
を
深
め
て
も

ら
お
う
と
、こ
の
夏「
与
那
原
町
大
綱

曳
ま
つ
り
図
画
・
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
町
内
の
小
中
学
生
よ
り
、図
画
と

作
文
あ
わ
せ
て
７
０
４
点
の
応
募
が

あ
り
、図
画
の
部
55
人
・
作
文
の
部
31

人
が
入
賞
し
ま
し
た
。

　
大
綱
曳
に
参
加
し
て
感
じ
た
こ
と

　
伊
敷
さ
ん
は
、エ
イ
サ
ー
を
披
露

し
た
経
験
と
祭
り
会
場
を
友
達
と
楽

し
く
回
っ
た
こ
と
を
発
表
。玉
木
さ

ん
は
、メ
ー
モ
ー
イ
の
体
験
を
通
し

て
感
じ
た
こ
と
と
、大
綱
曳
を
次
の

世
代
に
残
す
こ
と
の
重
要
性
を
発
表

し
ま
し
た
。

　
図
画
・
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞

作
品
は
９
月
28
日
か
ら
10
月
６
日

ま
で
与
那
原
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

だ
け
で
は
な
く
、伝
統
を
残
す
こ
と

の
大
切
さ
、ま
つ
り
で
披
露
し
た
エ
イ

サ
ー
、家
族
や
友
人
と
一
緒
に
見
た

花
火
や
会
場
の
様
子
、ま
た
綱
づ
く

り
や
メ
ー
モ
ー
イ
の
体
験
な
ど
が
、絵

と
作
文
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
表
彰
式
で
は
、作
文
の
部
で
優
秀

作
文
に
選
ば
れ
た
与
那
原
小
６
年
伊

敷
真
空（
い
し
き
ま
ひ
ろ
）さ
ん
と
、与

那
原
中
２
年
玉
木
陽
菜（
た
ま
き
ひ

な
）さ
ん
が
作
文
を
朗
読
し
ま
し
た
。

「きれいな花火」
中村　璃凛（与那原小２年）

「はたがしら」
玉村　隆（与那原小１年）

「にぎやかな与那原大綱曳まつり」
潮平　想（与那原東小３年）

「がんばったエイサー」
久志　菜都未（与那原東小６年）

与那原まつり「大綱曳」＝表紙とも
當眞　大煌（与那原中１年）

「与那原大綱曳の綱作り」
宮城　咲希（与那原東小５年）

﹁
子
ど
も
綱
曳
が
ん
ば
っ
た
よ
﹂

玉
元

　葵
子 

︵
与
那
原
東
小
２
年
︶﹁
楽
し
か
っ
た
子
ど
も
綱
曳
﹂

諸
見
里

　俊
汰 

︵
与
那
原
小
４
年
︶

﹁
き
れ
い
な
花
火
﹂

平
川

　結 

︵
与
那
原
東
小
３
年
︶
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目
の
前
に
広
が
る
風
景
。金
鼓
隊
の

鳴
ら
す
音
が
耳
に
響
い
て
く
る
。私
を

含
ん
だ
メ
ー
モ
ー
イ
の
女
性
た
ち
の

華
麗
な
踊
り
と
共
に
、与
那
原
大
綱
曳

が
始
ま
っ
た
。去
年
と
は
違
い
、間
近

で
み
る
大
き
な
綱
に
心
も
舞
っ
た
。

　
私
は
東
だ
。毎
年
西
に
負
け
続
け
て

い
る
東
を
、今
年
は
勝
た
せ
た
い
と

思
っ
て
い
た
。私
達
、中
二
が
行
う
金
鼓

隊
と
メ
ー
モ
ー
イ
は
、与
那
原
大
綱
曳

き
を
引
き
立
て
る
大
き
な
役
割
で
あ

る
。任
せ
ら
れ
た「
メ
ー
モ
ー
イ
」で
、

祭
り
を
盛
り
上
げ
よ
う
、私
の
気
持
ち

に
火
が
つ
い
た
瞬
間
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、初
め
て
体
験
す
る
メ
ー

モ
ー
イ
は
、簡
単
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

案
外
そ
う
で
も
な
い
。手
を
ず
っ
と
上

げ
る
の
は
辛
い
し
、踊
り
と
か
け
声
の

タ
イ
ミ
ン
グ
は
中
々
コ
ツ
が
つ
か
め
な

い
。し
か
し
、教
え
て
く
れ
た
方
の
お

陰
で
、練
習
二
日
目
に
は
自
然
に
踊
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。そ
の
上
、

踊
る
の
が
と
て
も
楽
し
く
感
じ
る
よ

違
う
姿
の
大
綱
曳

玉

　木

　陽

　菜
︵
与
那
原
中
２
年
︶

う
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、本
番
を
む
か
え
た
。熱
い

日
差
し
が
照
し
続
け
る
中
、着
物
を
着

て
会
場
に
向
か
っ
た
。皆
、着
物
は
と

て
も
似
合
っ
て
い
て
、私
も
目
が
輝
い

た
。そ
ん
な
着
物
を
着
な
が
ら
踊
っ
た

メ
ー
モ
ー
イ
は
、魅
力
的
だ
っ
た
。も

う
、と
に
か
く
楽
し
か
っ
た
。練
習
の
時

に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
何
か
が
、心
の

中
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
沸
き
上
が
っ
て
き

た
感
じ
が
し
た
の
だ
。ま
た
、綱
を
引

く
の
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。力
い
っ

ぱ
い
引
い
た
。友
達
も
、島
ぞ
う
り
が

取
れ
る
く
ら
い
に
頑
張
っ
て
い
た
。な

ん
と
、そ
の
結
果
東
は
や
っ
と
、勝
利

で
き
た
の
だ
。
と
て
も
う
れ
し
か
っ

た
。最
後
は
私
た
ち
が
踊
っ
て
、与
那

原
大
綱
曳
が
終
わ
っ
た
。

　
い
つ
も
遠
く
で
眺
め
て
い
る
こ
と
し

か
で
き
な
か
っ
た
大
綱
曳
。し
か
し
今

回
は
去
年
ま
で
と
は
違
っ
た
。間
近
で

耳
に
響
く
金
鼓
の
音
と
、周
り
の
人
達

の
か
け
声
。そ
し
て
笑
顔
で
踊
る
私

達
。全
て
を
間
近
で
実
感
し
、感
動
し

た
。見
方
で
物
は
変
わ
る
と
は
、こ
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。私
は
今

回
、と
て
も
い
い
経
験
を
し
た
と
思
っ

た
。自
分
が
住
ん
で
い
る
、小
さ
な
町

の
大
き
な
祭
り
。そ
の
価
値
は
昔
か
ら

変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
。そ
ん
な
祭
り
は
、こ
れ
か
ら
も

私
達
の
世
代
で
も
大
切
に
し
て
い
き

た
い
。今
の
姿
で
。
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に

よ
る
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よ
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出

番
だ
。

　
緊
張
す
る
中
、会
場
に
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わ
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共
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が
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ま
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た
。
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で
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る
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、与
那
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六
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的
に
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で
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を
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て
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も
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の
五
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に
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が
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は
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方
の
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る

お
手
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の
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を
見
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が
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の
練
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が
主
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み
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間
に
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る
と
、

ク
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ス
の
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が
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像
を
流
し
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が
つ
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ば
、ク
ラ
ス
の
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ん
な
で
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て
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練
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を
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た
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は
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の
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が
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し
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に
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の
で
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て
も
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く
頑
張
る

事
が
で
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た
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が
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る
曲
は
、全
部
で
三
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だ
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ダ
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ナ
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ク
琉
球
」「
獅
子
ゴ
ン

ゴ
ン
」「
年
中
口
説
」ど
の
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も
、か
っ

こ
よ
く
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し
い
曲
だ
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六
年
生
は
、本
番
に
向
け
て
、

全
体
練
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は
も
ち
ろ
ん
、個
人
練
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な

ど
多
く
の
時
間
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た

の
だ
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そ
う
し
て
迎
え
た
本
番
当
日
、天
気

に
も
め
ぐ
ま
れ
、ま
さ
し
く
僕
達
の
晴

れ
舞
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を
現
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
音
楽
が
始
ま
る
と
、練
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し
て
き
た

通
り
、自
然
と
体
が
反
応
し
た
。た
だ
、

練
習
と
の
大
き
な
違
い
は
、六
年
生
全
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が
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を
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れ
て
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気
で
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て
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る
こ
と
だ
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い
中
で
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エ
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ー

だ
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た
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、全
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で
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ま
で
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き

る
と
、と
て
も
楽
し
く
、気
持
ち
が
よ
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た
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で
、与
那
原
祭
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の
主
人
公
に
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た
気
分
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た
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サ
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終
わ
る
と
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の
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い

友
人
と
、祭
り
会
場
へ
と
遊
び
に
出
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け
た
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会
場
へ
着
き
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人
と
く
じ
や
、

ダ
ー
ツ
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
遊
ん

だ
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人
共
、お
な
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が
空
い
て
き
た

の
で
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は
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た
あ
め
を
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人
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大
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中
学
生
た
ち
の
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で

プ
コ
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ン
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買
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、二
人
で
分
け
な
が

ら
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べ
た
。

　
す
る
と
、屋
台
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
声

を
か
け
て
き
た
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　「
こ
の
ポ
テ
ト
あ
げ
る
か
ら
食
べ
な
」

　
僕
達
は
、き
っ
と
エ
イ
サ
ー
を
頑

張
っ
た
、ご
ほ
う
美
を
神
様
が
く
れ
た

ん
だ
な
と
笑
っ
た
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エ
イ
サ
ー
を
踊
り
、主
人
公
の
よ
う

に
な
っ
た
気
分
の
与
那
原
祭
り
。今
ま

で
と
は
ち
が
い
、す
ご
く
楽
し
い
一日
と

な
っ
た
。

　
僕
は
、こ
の
す
ば
ら
し
い
与
那
原
祭

り
に
参
加
で
き
て
、ほ
こ
り
に
思
う
。

ま
た
、来
年
の
夏
も
楽
し
み
だ
。僕
の

住
む
与
那
原
町
に
は
、こ
ん
な
に
最
高

な
夏
祭
り
が
あ
る
の
だ
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ら
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の
祭
典
・
与
那
原
大
綱
曳
ま
つ
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を
図
画
や
作
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で
表
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し
、郷
土

文
化
へ
の
認
識
と
理
解
を
深
め
て
も

ら
お
う
と
、こ
の
夏「
与
那
原
町
大
綱

曳
ま
つ
り
図
画
・
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
町
内
の
小
中
学
生
よ
り
、図
画
と

作
文
あ
わ
せ
て
７
０
４
点
の
応
募
が

あ
り
、図
画
の
部
55
人
・
作
文
の
部
31

人
が
入
賞
し
ま
し
た
。

　
大
綱
曳
に
参
加
し
て
感
じ
た
こ
と

　
伊
敷
さ
ん
は
、エ
イ
サ
ー
を
披
露

し
た
経
験
と
祭
り
会
場
を
友
達
と
楽

し
く
回
っ
た
こ
と
を
発
表
。玉
木
さ

ん
は
、メ
ー
モ
ー
イ
の
体
験
を
通
し

て
感
じ
た
こ
と
と
、大
綱
曳
を
次
の

世
代
に
残
す
こ
と
の
重
要
性
を
発
表

し
ま
し
た
。

　
図
画
・
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞

作
品
は
９
月
28
日
か
ら
10
月
６
日

ま
で
与
那
原
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

だ
け
で
は
な
く
、伝
統
を
残
す
こ
と

の
大
切
さ
、ま
つ
り
で
披
露
し
た
エ
イ

サ
ー
、家
族
や
友
人
と
一
緒
に
見
た

花
火
や
会
場
の
様
子
、ま
た
綱
づ
く

り
や
メ
ー
モ
ー
イ
の
体
験
な
ど
が
、絵

と
作
文
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
表
彰
式
で
は
、作
文
の
部
で
優
秀

作
文
に
選
ば
れ
た
与
那
原
小
６
年
伊

敷
真
空（
い
し
き
ま
ひ
ろ
）さ
ん
と
、与

那
原
中
２
年
玉
木
陽
菜（
た
ま
き
ひ

な
）さ
ん
が
作
文
を
朗
読
し
ま
し
た
。

「きれいな花火」
中村　璃凛（与那原小２年）

「はたがしら」
玉村　隆（与那原小１年）

「にぎやかな与那原大綱曳まつり」
潮平　想（与那原東小３年）

「がんばったエイサー」
久志　菜都未（与那原東小６年）

与那原まつり「大綱曳」＝表紙とも
當眞　大煌（与那原中１年）

「与那原大綱曳の綱作り」
宮城　咲希（与那原東小５年）

﹁
子
ど
も
綱
曳
が
ん
ば
っ
た
よ
﹂

玉
元

　葵
子 

︵
与
那
原
東
小
２
年
︶﹁
楽
し
か
っ
た
子
ど
も
綱
曳
﹂

諸
見
里

　俊
汰 

︵
与
那
原
小
４
年
︶

﹁
き
れ
い
な
花
火
﹂

平
川

　結 

︵
与
那
原
東
小
３
年
︶
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21億2870万円
21億2405万円
1億3633万円
1億3499万円
5億3210万円
5億2861万円
4億5445万円
4億1476万円
1375万円 
9660万円 

74億5906万円

72億5572万円

歳入

歳出

歳入
歳出
歳入
歳出
歳入
歳出
収入
支出
収入
支出

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

公共下水道事業特別会計

一 般 会 計

会 計 区 分 平成30年度

27億1489万円
27億1195万円
1億3133万円
1億3084万円
5億0618万円
5億0152万円
4億5865万円
4億0235万円
2410万円 

1億1039万円

74億7153万円

72億9813万円

平成29年度

特

別

会

計

水道事業会計

収益的

資本的

歳 入 歳 出 決 算 額 （歳入）一 般 会 計 の 内 訳

各 課 ご と の 歳 出 額 と 一 般 財 源 額

議 会 事 務 局

総 務 課

企 画 政 策 課

財 政 課

公 共 施 設 課

住 民 課

会 計 課

福 祉 課

子育て支援課

健 康 保 険 課

税 務 課

生活環境安全課

観 光 商 工 課

まちづくり課

上 下 水 道 課

学 校 教 育 課

生涯学習振興課

合　　計

議会、監査

財政、財産管理、予算編成、地方債の返済

人事、給与、情報公開、広報・公聴、
選挙、統計、国際交流
総合計画、一括交付金、MICE関連、
地方創生、土地開発公社、交通政策

公共施設(道路・公園・上下水道を
除く)の建設・維持管理、町営住宅
戸籍、住民票、印鑑証明、パスポート
申請、マイナンバー交付
現金出納、決算、指定金融機関に
関すること
高齢者福祉、障がい福祉、介護保
険、国民年金
保育園、幼稚園、児童手当、ひとり
親支援、子育て支援施設
国民健康保険、後期高齢者医療保
険、保健衛生、予防接種
町県民税、固定資産税、軽自動車
税、法人町民税、たばこ税
交通安全、防犯、防災、環境衛生、
飼犬登録、墓地関係

道路、公園、町営住宅、都市計画、
農業、林業、漁業

水道・下水道に関すること

観光、商工業、与那原大綱曳まつり

社会教育、町立図書館、文化財保護、
町史編纂、体育施設、綱曳資料館

学校教育、小学校、中学校、学校施設、
学校給食

一般財源 特定財源
総　　額 主 な 事 業 内 要
（一般財源）

特定財源
27億2604万円

一般財源
47億3302万円

国庫支出金
17.6％

その他1.1％

繰越金
1.2％

諸収入
5.2％

分担金及び負担金
2.1％

使用料及び手数料
0.9％

県支出金
13.8％

町債  2.0％
（臨時財政対策債を除く）

地方交付税
24.2％

町税
23.1％

地方消費税交付金 4.0％

町債（臨時財政対策債） 2.8％

繰入金
1.9％

9543万円 

2億2842万円

4003万円 

6億5371万円

1億2366万円

4652万円 

2667万円 

5億3656万円

6億0549万円

4億9707万円

6393万円 

5億0439万円

5743万円 

1億1672万円

1億9015万円

4億4878万円

2億9470万円

9543万円 

3億7443万円

4050万円 

6億5459万円

2億1325万円

5866万円 

2667万円 

10億0416万円

21億1793万円

6億2143万円

9399万円 

5億2439万円

1億2130万円

2億5819万円

1億9015万円

5億2289万円

3億3775万円

72億5572万円
（45億2968万円）

平成30年度 決算公表
　与那原町の平成30年度決算の状況を公表
します。この報告は、皆さんが納めた貴重な税
金や、国・県からの補助金などが、どのように使
われているかを知っていただくためのものです。

30年度財政の概要
■ 町民税・固定資産税が増加
　平成30年度一般会計の財政状況について、前
年度と比較すると、まず歳入では、地方税である町
民税、固定資産税等の増が大きく、約3800万円の
増となっています。歳出では、主な建設事業として
法人保育園1園の整備事業（約2億6300万円）、
東浜大型ビジョン設置事業（約6000万円）が行わ
れたほか、特徴的なものとして、一括交付金を活用
した事業が約3億1500万円となっており、予算規
模の大きさを表しています。

■ 扶助費の割合が増加
　全体的に予算規模に大きな増減はありません
が、子ども医療費助成などの子育て支援に関する
費用、障がいを持つ方への介護や自立を促すため
の支援に関する費用など扶助費と呼ばれるお金
が全体の28.8％（1.2％減）と高い割合を占めてい
ます。扶助費については、今後増えていくことが予
想されるため、これらを含めた財政運営が重要と
なります。

町 の 財 産

解 説 地方交付税制度

（一般会計）

町 債 の 残 高 状 況

町 の 財 政 指 数

基 金

有 価 証 券

出資による権利

59億8504万円

539万円 

8715万円 

199,749㎡

45,609㎡

245,358㎡

47,384㎡

457㎡

47,841㎡

土地

建物

行政財産

普通財産

計

行政財産

普通財産

計

一 般 会 計 公共下水道事業特別会計

30億3274万円59億8504万円

平成30年度

39億3227万円

0.47

5.3%

25.5%

平成29年度

38億6964万円

0.47

5.3%

33.8%

標準財政規模

財 政 力 指 数

実質公債費比率

将来負担比率

1.

2.

3.

4.

町の標準的な状態で通常収入される経常的一般財源の規模です。
基準財政需要額と留保財源を合わせた額とおおよそ同一になります。

基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値です。１を上回ると普通
交付税が交付されない団体となるため、税収の増加分の１００％一般財源
が増加するようになります。

町が負担する公債費（借金の返済費）の標準財政規模に対する比率です。

町が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

町が直接使用する庁舎や、町民が利用する図書
館、公園、学校などを行政財産といい、それ以外を
普通財産といいます。

　すべての自治体が一定レベルの行政サービスを維持できるように一般財源を保証する制
度です。国が一定の合理的な基準で各自治体の「需要」と「収入」を計算し、需要に対し自
前の収入では不足する分を配分します。

留保財源　２つの役割
　すべての自治体の需要を完全に把握することが難しいので、把握困難な需要に対する財
源として「留保財源」（標準的な町税収入の２５％）を設けています。また、自治体にとって税
収が増えてもその分まるまる地方交付税が減らされては困ることから、増収分の２５％を「留
保財源」として自治体に残るようにし、増収努力を損なわないようにしています。

普 通 交 付 税

基 準 財 政 需 要 額

標 準 的 な 町 税 収 入

臨時財政
対策債

把握困難な
需要

基準財政収入額75％
留保財源
25％

1.

2.

3.
4.
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21億2870万円
21億2405万円
1億3633万円
1億3499万円
5億3210万円
5億2861万円
4億5445万円
4億1476万円
1375万円 
9660万円 

74億5906万円

72億5572万円

歳入

歳出

歳入
歳出
歳入
歳出
歳入
歳出
収入
支出
収入
支出

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

公共下水道事業特別会計

一 般 会 計

会 計 区 分 平成30年度

27億1489万円
27億1195万円
1億3133万円
1億3084万円
5億0618万円
5億0152万円
4億5865万円
4億0235万円
2410万円 

1億1039万円

74億7153万円

72億9813万円

平成29年度

特

別

会

計

水道事業会計

収益的

資本的

歳 入 歳 出 決 算 額 （歳入）一 般 会 計 の 内 訳

各 課 ご と の 歳 出 額 と 一 般 財 源 額

議 会 事 務 局

総 務 課

企 画 政 策 課

財 政 課

公 共 施 設 課

住 民 課

会 計 課

福 祉 課

子育て支援課

健 康 保 険 課

税 務 課

生活環境安全課

観 光 商 工 課

まちづくり課

上 下 水 道 課

学 校 教 育 課

生涯学習振興課

合　　計

議会、監査

財政、財産管理、予算編成、地方債の返済

人事、給与、情報公開、広報・公聴、
選挙、統計、国際交流
総合計画、一括交付金、MICE関連、
地方創生、土地開発公社、交通政策

公共施設(道路・公園・上下水道を
除く)の建設・維持管理、町営住宅
戸籍、住民票、印鑑証明、パスポート
申請、マイナンバー交付
現金出納、決算、指定金融機関に
関すること
高齢者福祉、障がい福祉、介護保
険、国民年金
保育園、幼稚園、児童手当、ひとり
親支援、子育て支援施設
国民健康保険、後期高齢者医療保
険、保健衛生、予防接種
町県民税、固定資産税、軽自動車
税、法人町民税、たばこ税
交通安全、防犯、防災、環境衛生、
飼犬登録、墓地関係

道路、公園、町営住宅、都市計画、
農業、林業、漁業

水道・下水道に関すること

観光、商工業、与那原大綱曳まつり

社会教育、町立図書館、文化財保護、
町史編纂、体育施設、綱曳資料館

学校教育、小学校、中学校、学校施設、
学校給食

一般財源 特定財源
総　　額 主 な 事 業 内 要
（一般財源）

特定財源
27億2604万円

一般財源
47億3302万円

国庫支出金
17.6％

その他1.1％

繰越金
1.2％

諸収入
5.2％

分担金及び負担金
2.1％

使用料及び手数料
0.9％

県支出金
13.8％

町債  2.0％
（臨時財政対策債を除く）

地方交付税
24.2％

町税
23.1％

地方消費税交付金 4.0％

町債（臨時財政対策債） 2.8％

繰入金
1.9％

9543万円 

2億2842万円

4003万円 

6億5371万円

1億2366万円

4652万円 

2667万円 

5億3656万円

6億0549万円

4億9707万円

6393万円 

5億0439万円

5743万円 

1億1672万円

1億9015万円

4億4878万円

2億9470万円

9543万円 

3億7443万円

4050万円 

6億5459万円

2億1325万円

5866万円 

2667万円 

10億0416万円

21億1793万円

6億2143万円

9399万円 

5億2439万円

1億2130万円

2億5819万円

1億9015万円

5億2289万円

3億3775万円

72億5572万円
（45億2968万円）

平成30年度 決算公表
　与那原町の平成30年度決算の状況を公表
します。この報告は、皆さんが納めた貴重な税
金や、国・県からの補助金などが、どのように使
われているかを知っていただくためのものです。

30年度財政の概要
■ 町民税・固定資産税が増加
　平成30年度一般会計の財政状況について、前
年度と比較すると、まず歳入では、地方税である町
民税、固定資産税等の増が大きく、約3800万円の
増となっています。歳出では、主な建設事業として
法人保育園1園の整備事業（約2億6300万円）、
東浜大型ビジョン設置事業（約6000万円）が行わ
れたほか、特徴的なものとして、一括交付金を活用
した事業が約3億1500万円となっており、予算規
模の大きさを表しています。

■ 扶助費の割合が増加
　全体的に予算規模に大きな増減はありません
が、子ども医療費助成などの子育て支援に関する
費用、障がいを持つ方への介護や自立を促すため
の支援に関する費用など扶助費と呼ばれるお金
が全体の28.8％（1.2％減）と高い割合を占めてい
ます。扶助費については、今後増えていくことが予
想されるため、これらを含めた財政運営が重要と
なります。

町 の 財 産

解 説 地方交付税制度

（一般会計）

町 債 の 残 高 状 況

町 の 財 政 指 数

基 金

有 価 証 券

出資による権利

59億8504万円

539万円 

8715万円 

199,749㎡

45,609㎡

245,358㎡

47,384㎡

457㎡

47,841㎡

土地

建物

行政財産

普通財産

計

行政財産

普通財産

計

一 般 会 計 公共下水道事業特別会計

30億3274万円59億8504万円

平成30年度

39億3227万円

0.47

5.3%

25.5%

平成29年度

38億6964万円

0.47

5.3%

33.8%

標準財政規模

財 政 力 指 数

実質公債費比率

将来負担比率

1.

2.

3.

4.

町の標準的な状態で通常収入される経常的一般財源の規模です。
基準財政需要額と留保財源を合わせた額とおおよそ同一になります。

基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値です。１を上回ると普通
交付税が交付されない団体となるため、税収の増加分の１００％一般財源
が増加するようになります。

町が負担する公債費（借金の返済費）の標準財政規模に対する比率です。

町が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

町が直接使用する庁舎や、町民が利用する図書
館、公園、学校などを行政財産といい、それ以外を
普通財産といいます。

　すべての自治体が一定レベルの行政サービスを維持できるように一般財源を保証する制
度です。国が一定の合理的な基準で各自治体の「需要」と「収入」を計算し、需要に対し自
前の収入では不足する分を配分します。

留保財源　２つの役割
　すべての自治体の需要を完全に把握することが難しいので、把握困難な需要に対する財
源として「留保財源」（標準的な町税収入の２５％）を設けています。また、自治体にとって税
収が増えてもその分まるまる地方交付税が減らされては困ることから、増収分の２５％を「留
保財源」として自治体に残るようにし、増収努力を損なわないようにしています。

普 通 交 付 税

基 準 財 政 需 要 額

標 準 的 な 町 税 収 入

臨時財政
対策債

把握困難な
需要

基準財政収入額75％
留保財源
25％

1.

2.

3.
4.
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11月は児童虐待防止推進月間です
令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語

ちいさな命に
　　待ったなし189

（いちはやく）

　保護者や同居人による「子どもへの虐待（児童虐待）」が深刻な問題になっています。虐待は特別な家庭
の問題ではありません。どの家庭でも起こりうる問題です。社会全体で虐待から子どもたちを守りましょう。

知ってください　児童虐待の現状

通告は匿名でもかまいません
相談や通告した人が特定されないよう秘密は守ります
相談や通告が虐待にあたらなくても責任は問われません

与那原町こどもあんしんネットワーク
（要保護児童対策地域協議会）

『事務局』 〒901-1392　沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場　子育て支援課　☎945-6520

～ あなたの一声から支援が始まります ～

気づいて 知らせて 見守る

気軽に

ご相談

ください

どんな行為を「虐待」というのでしょう？
　大人が「しつけ」という理由で行うことも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響
を及ぼす場合は虐待にあたります。

虐待かも…気づいたら、相談・通告につなげよう
　大切なのは、子どもたちの心身の安全を守ることです。虐待かどうか迷う場合でも、ためらわずに、
ご連絡ください。

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待

● 打撲傷やあざ（内出血）、  
たばこなどによるやけどな
　どのケガを負わせる

● 首をしめる、なぐる、ける、　  
　投げ落とす、激しく揺さぶ
　る、熱湯をかける、戸外に
　閉め出す

● 意図的に子どもを病気に
　させる　など

●適切な食事を与えない、衣類を長  
　期間ひどく不潔なままにする、極端 
　に不潔な環境の中で生活をさせる

● 乳幼児を家や自動車内に放置する

● 重大な病気になっても病院に連れ
　て行かない

● 祖父母やきょうだい、保護者の恋
　人などの同居人が、子どもに虐待
　をしていても放置する　など

● 子どもへの性交、性的暴
　力、性行為の強要

● 性器を触ったり、触らせた
　りする

● 性器や性交を見せる

●ポルノグラフィーの被写  
　体などに子どもを強要す
　る　など

● ことばによる脅し、脅迫

●子どもを無視したり、拒
　否的な態度を示す

● 他のきょうだいと著しく差
　別的な扱いをする

●配偶者やその他の家族
　に対し暴力をふるう
 　　　　　　　  など

子ども虐待の種類

だぼくしょう きょうはく

● 与那原警察署　  ☎945-0110
● 中央児童相談所  ☎886-2900

● 子どもの人権110番　☎853-4460
● 那覇地方法務局 　　  ☎833-4343

▶

24時間・休日夜間の緊急時

▶

いじめ・人権などの相談

児童虐待防止パネル展

与那原町役場 第１庁舎
１Fロビー

11月12日～28日

児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９(いちはやく)

人権擁護委員制度をご存じですか

石川　健一
（森下）

稲福　昌子
（浜田）

遊佐　信雄
（上与那原）

辺土名　清子
（江口）

根川　清義
（新島）

あなたの街の相談パートナー

■ 町内に５人の人権擁護委員
　「人権擁護委員」をご存じですか？　与那原町内には５人の人
権擁護委員が活動しています。
　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱
（いしょく）を受けて活動している民間ボランティアです。地域の
皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法

務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、
地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発
活動を、日々地域の中で行っています。民間の中にあって、弱い
立場にある人の心に寄り添い、創意工夫をこらして、地道な活
動を積み重ねてきました。

■ 一人で悩まず人権相談を
　人権擁護委員の活動の一つである「人権相談」は、法務局、地
方法務局、またはその支局などで行っています。相談は無料で、
相談についての秘密は厳守します。相談窓口は「人権１１０番」
（0570-003-110）などがあります。

■12月４日になんでも相談所
　与那原町で「なんでも相談」（特設人権相談所）を開設しま
す。近隣とのトラブル・家庭内でのもめごと・いじめ・体罰・離婚・
ＤＶ・扶養・相続・遺言・借地借家などに関する相談に応じます。
ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談ください。

▼日　時／12月４日（水）10時～16時

▼会　場／町コミュニティーセンター３階

▼主　催／那覇人権擁護委員協議会・那覇地方法務局

■ 人権擁護委員として活動しませんか
　あなたも、人権擁護委員として地域に貢献しませんか。興味
を持たれた方は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

与
那
原
町
内
の
人
権
擁
護
委
員

 那覇地方法務局人権擁護課　☎854-1215お問い合わせ

子育てサークル バンビクラブバンビクラブバンビクラブ

与那原町子育て支援関連施設

 あかぎ児童館　☎945-1015お問い合わせ
 軽便与那原駅舎  ☎835-8888お問い合わせ

与
那
原
駅
跡
か
ら

　
　
　線
路
の
軌
跡
を
た
ど
る

日　程 ▼12月７日(土)
時　間 ▼集合13:00・出発式13:30
場　所 ▼軽便与那原駅舎～那覇駅転車台
定　員 ▼15人
申込期間 ▼11月15日(金)～24日(日)
　　　　　駅舎資料館へ申込書を提出。　　
　　　　　定員を超えた場合は抽選

活動日　日　時 ▼毎週水曜日　10時半～1時間ほど
　　　　　　　　　　　　　  （リトミックは毎月第2木曜日）
　　　　場　所 ▼あかぎ児童館

　水曜日の午前中、あかぎ児童館は子連れのパパさんママさ
んで賑わいます。お友達や先生たちと一緒におもちゃ遊びや
工作をしたり、読み聞かせを楽しんだり。お庭のあかぎの木
を眺めながら、穏やかな時間が過ぎていきます。
　バンビクラブは、家庭保育の未就学児を対象とした幼児と
保護者のためのクラブです。
　月１回のリトミック（こちらは毎月第2木曜日）は近隣の保
育園や親子連れも参加してとっても賑やか！　その他、季節
の行事を楽しんだり、保護者のためのワークショップも開催
されて、ママさんたちにも好評です。9月末のお誕生日会は、
ピザパーティーを楽しみました！ 見学は自由ですので、気軽
に遊びに来てくださいね。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
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11月は児童虐待防止推進月間です
令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語

ちいさな命に
　　待ったなし189

（いちはやく）

　保護者や同居人による「子どもへの虐待（児童虐待）」が深刻な問題になっています。虐待は特別な家庭
の問題ではありません。どの家庭でも起こりうる問題です。社会全体で虐待から子どもたちを守りましょう。

知ってください　児童虐待の現状

通告は匿名でもかまいません
相談や通告した人が特定されないよう秘密は守ります
相談や通告が虐待にあたらなくても責任は問われません

与那原町こどもあんしんネットワーク
（要保護児童対策地域協議会）

『事務局』 〒901-1392　沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
与那原町役場　子育て支援課　☎945-6520

～ あなたの一声から支援が始まります ～

気づいて 知らせて 見守る

気軽に

ご相談

ください

どんな行為を「虐待」というのでしょう？
　大人が「しつけ」という理由で行うことも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響
を及ぼす場合は虐待にあたります。

虐待かも…気づいたら、相談・通告につなげよう
　大切なのは、子どもたちの心身の安全を守ることです。虐待かどうか迷う場合でも、ためらわずに、
ご連絡ください。

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待

● 打撲傷やあざ（内出血）、  
たばこなどによるやけどな
　どのケガを負わせる

● 首をしめる、なぐる、ける、　  
　投げ落とす、激しく揺さぶ
　る、熱湯をかける、戸外に
　閉め出す

● 意図的に子どもを病気に
　させる　など

●適切な食事を与えない、衣類を長  
　期間ひどく不潔なままにする、極端 
　に不潔な環境の中で生活をさせる

● 乳幼児を家や自動車内に放置する

● 重大な病気になっても病院に連れ
　て行かない

● 祖父母やきょうだい、保護者の恋
　人などの同居人が、子どもに虐待
　をしていても放置する　など

● 子どもへの性交、性的暴
　力、性行為の強要

● 性器を触ったり、触らせた
　りする

● 性器や性交を見せる

●ポルノグラフィーの被写  
　体などに子どもを強要す
　る　など

● ことばによる脅し、脅迫

●子どもを無視したり、拒
　否的な態度を示す

● 他のきょうだいと著しく差
　別的な扱いをする

●配偶者やその他の家族
　に対し暴力をふるう
 　　　　　　　  など

子ども虐待の種類

だぼくしょう きょうはく

● 与那原警察署　  ☎945-0110
● 中央児童相談所  ☎886-2900

● 子どもの人権110番　☎853-4460
● 那覇地方法務局 　　  ☎833-4343

▶

24時間・休日夜間の緊急時

▶

いじめ・人権などの相談

児童虐待防止パネル展

与那原町役場 第１庁舎
１Fロビー

11月12日～28日

児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９(いちはやく)

人権擁護委員制度をご存じですか

石川　健一
（森下）

稲福　昌子
（浜田）

遊佐　信雄
（上与那原）

辺土名　清子
（江口）

根川　清義
（新島）

あなたの街の相談パートナー

■ 町内に５人の人権擁護委員
　「人権擁護委員」をご存じですか？　与那原町内には５人の人
権擁護委員が活動しています。
　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱
（いしょく）を受けて活動している民間ボランティアです。地域の
皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法

務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、
地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発
活動を、日々地域の中で行っています。民間の中にあって、弱い
立場にある人の心に寄り添い、創意工夫をこらして、地道な活
動を積み重ねてきました。

■ 一人で悩まず人権相談を
　人権擁護委員の活動の一つである「人権相談」は、法務局、地
方法務局、またはその支局などで行っています。相談は無料で、
相談についての秘密は厳守します。相談窓口は「人権１１０番」
（0570-003-110）などがあります。

■12月４日になんでも相談所
　与那原町で「なんでも相談」（特設人権相談所）を開設しま
す。近隣とのトラブル・家庭内でのもめごと・いじめ・体罰・離婚・
ＤＶ・扶養・相続・遺言・借地借家などに関する相談に応じます。
ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談ください。

▼日　時／12月４日（水）10時～16時

▼会　場／町コミュニティーセンター３階

▼主　催／那覇人権擁護委員協議会・那覇地方法務局

■ 人権擁護委員として活動しませんか
　あなたも、人権擁護委員として地域に貢献しませんか。興味
を持たれた方は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

与
那
原
町
内
の
人
権
擁
護
委
員

 那覇地方法務局人権擁護課　☎854-1215お問い合わせ

子育てサークル バンビクラブバンビクラブバンビクラブ

与那原町子育て支援関連施設

 あかぎ児童館　☎945-1015お問い合わせ
 軽便与那原駅舎  ☎835-8888お問い合わせ

与
那
原
駅
跡
か
ら

　
　
　線
路
の
軌
跡
を
た
ど
る

日　程 ▼12月７日(土)
時　間 ▼集合13:00・出発式13:30
場　所 ▼軽便与那原駅舎～那覇駅転車台
定　員 ▼15人
申込期間 ▼11月15日(金)～24日(日)
　　　　　駅舎資料館へ申込書を提出。　　
　　　　　定員を超えた場合は抽選

活動日　日　時 ▼毎週水曜日　10時半～1時間ほど
　　　　　　　　　　　　　  （リトミックは毎月第2木曜日）
　　　　場　所 ▼あかぎ児童館

　水曜日の午前中、あかぎ児童館は子連れのパパさんママさ
んで賑わいます。お友達や先生たちと一緒におもちゃ遊びや
工作をしたり、読み聞かせを楽しんだり。お庭のあかぎの木
を眺めながら、穏やかな時間が過ぎていきます。
　バンビクラブは、家庭保育の未就学児を対象とした幼児と
保護者のためのクラブです。
　月１回のリトミック（こちらは毎月第2木曜日）は近隣の保
育園や親子連れも参加してとっても賑やか！　その他、季節
の行事を楽しんだり、保護者のためのワークショップも開催
されて、ママさんたちにも好評です。9月末のお誕生日会は、
ピザパーティーを楽しみました！ 見学は自由ですので、気軽
に遊びに来てくださいね。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
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11月5日（火）

◀
東
日
本
大
震
災
の
被
災
状
況
＝
２
０
１
１
年
５
月
、岩
手
県
大
船
渡
市

▲一度に限度額まで購入できますが、５千円 
　単位で分割購入することもできます

 生活環境安全課　☎945-4688お問い合わせ

与
那
原
町
地
震・津
波
防
災
訓
練

第
８
回

　
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
大
規
模
災
害
に
よ
る
津
波
の
発
生
を
想
定
し
、自
ら
何
を
す
べ

き
か
を
考
え
、日
ご
ろ
か
ら
備
え
る
べ
き
こ
と
を
再
認
識
す
る
た
め
、与
那
原
町
で
は
11
月
５
日

に
与
那
原
町
地
震・津
波
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す
。町
内
津
波
浸
水
区
域
内
の
学
校
ほ
か
町
内

各
施
設
が
参
加
し
ま
す
が
、事
業
所
や
住
民
の
皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

10:00～11:00

参加対象 保育施設、児童施設、学校（幼稚
園、小中学校、高等学校等）、福祉施設、高齢者
施設、自主防災組織等、事業所、一般町民

※事業所及び一般町民は自主参加とします。

　11月5日10時00分、沖縄県全域で強い揺れを観測。10時03分に沖
縄県全域に「大津波警報」が発表された。10時27分、与那原町沿岸
部に大津波が到達し、甚大な被害が発生している模様。

10:00～10:03 地震の揺れによるシェイクアウト訓練

10:03～10:27 避難行動訓練（高台などへの避難）

地
震
や
津
波
な
ど
の
情
報

は
防
災
無
線
ス
ピ
ー
カ
ー
な

ど
で
放
送
さ
れ
ま
す

◀

シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
と
は
上
図
の
よ
う
に
地
震
が
発
生
し
た
際

に
落
下
物
な
ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
安
全
確
保
の
こ
と
で
す
。

シェイクアウト訓練に
参加しましょう

想定
訓練

 福祉課 ☎945-1525お問い合わせ  観光商工課 ☎945-5323お問い合わせ

子育て支援課 ☎945-6520お問い合わせ

プレミアム付商品券のお知らせ
　プレミアム付商品券は、消費税率の引き上げに際し、低所得者・
子育て世帯（０～２歳児）の消費に与える影響を緩和することを
目的として販売します。

　 2019年度住民税非課税者
　　　　　　（課税基準日2019年１月１日時点）

　３歳未満の子が属する世帯の世帯主
（基準日2019年６月１日時点で町内に住所を有する世帯）

申請締切＝12月27日
（お早目の申請をお願いします）

※ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者・
　扶養親族、生活保護受給者は対象外です。

※対象の３歳未満の子は、2016年4月2日
　～2019年9月30日に生まれた子です。

　７月中旬に、対象者見込の方へ申請書を
送っています。
　また、未申請の方へ10月下旬に再通知の
お知らせをお送りしています。
　購入対象者で、購入を希望される方は、申
請書を返信用封筒にて役場へ郵送または福
祉課窓口へご提出ください。

　対象世帯には「購入引換券」を発送しています。

　役場より、「購入引換券」を発送します。

「購入引換券」が届いた方へ
●「購入引換券」 に同封されている引換案内
　書類に記載されている手順に従って、商品
　券を購入してください。
● 商品券を購入後、町内の使用
　可能な店舗でご使用できます。 
● 商品券の使用期間は、令和元年
　10月から令和２年２月29日まで。

最大２万5000円分の買い物が出来る商品券を２万円で販売します商品券の概要

※詳細は通知やホームページをご覧ください。

商品券の購入対象者

申請が必要になります！

申請後、購入決定となりました方へ

申請は不要です

１ 2

3

　申請書がご自宅に届いている方
（購入対象者）で、購入希望の方
はお早めの申請をお願いします。

申請はお済みですか？

与那原町プレミアム付商品券

発売中
（令和２年２月29日まで）

  こちらで購入できます
● 観光交流施設　　 ☎945-3335 （9:00～22:00）
● 軽便駅舎　　　　 ☎835-8888 （10:00～18:00）
● 社会福祉センター   ☎945-3016 （8:30～17:15）
● ふれあいサロン　　 ☎945-9663 （10:00～16:00）

  ご使用の際のポイント

 商品券１枚あたりの額
面は、日常のお買い物で
使いやすくするために
500円券など小口にな
っています

  お釣りが出ない使い方
　1,250円の商品を買う場合、額面500円の商品券２枚と
現金250円を組み合わせて支払う

 観光商工課　☎945-5323お問い合わせ

購入方法
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11月5日（火）

◀
東
日
本
大
震
災
の
被
災
状
況
＝
２
０
１
１
年
５
月
、岩
手
県
大
船
渡
市

▲一度に限度額まで購入できますが、５千円 
　単位で分割購入することもできます

 生活環境安全課　☎945-4688お問い合わせ

与
那
原
町
地
震・津
波
防
災
訓
練

第
８
回

　
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
大
規
模
災
害
に
よ
る
津
波
の
発
生
を
想
定
し
、自
ら
何
を
す
べ

き
か
を
考
え
、日
ご
ろ
か
ら
備
え
る
べ
き
こ
と
を
再
認
識
す
る
た
め
、与
那
原
町
で
は
11
月
５
日

に
与
那
原
町
地
震・津
波
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す
。町
内
津
波
浸
水
区
域
内
の
学
校
ほ
か
町
内

各
施
設
が
参
加
し
ま
す
が
、事
業
所
や
住
民
の
皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

10:00～11:00

参加対象 保育施設、児童施設、学校（幼稚
園、小中学校、高等学校等）、福祉施設、高齢者
施設、自主防災組織等、事業所、一般町民

※事業所及び一般町民は自主参加とします。

　11月5日10時00分、沖縄県全域で強い揺れを観測。10時03分に沖
縄県全域に「大津波警報」が発表された。10時27分、与那原町沿岸
部に大津波が到達し、甚大な被害が発生している模様。

10:00～10:03 地震の揺れによるシェイクアウト訓練

10:03～10:27 避難行動訓練（高台などへの避難）

地
震
や
津
波
な
ど
の
情
報

は
防
災
無
線
ス
ピ
ー
カ
ー
な

ど
で
放
送
さ
れ
ま
す

◀

シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
と
は
上
図
の
よ
う
に
地
震
が
発
生
し
た
際

に
落
下
物
な
ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
安
全
確
保
の
こ
と
で
す
。

シェイクアウト訓練に
参加しましょう

想定
訓練

 福祉課 ☎945-1525お問い合わせ  観光商工課 ☎945-5323お問い合わせ

子育て支援課 ☎945-6520お問い合わせ

プレミアム付商品券のお知らせ
　プレミアム付商品券は、消費税率の引き上げに際し、低所得者・
子育て世帯（０～２歳児）の消費に与える影響を緩和することを
目的として販売します。

　 2019年度住民税非課税者
　　　　　　（課税基準日2019年１月１日時点）

　３歳未満の子が属する世帯の世帯主
（基準日2019年６月１日時点で町内に住所を有する世帯）

申請締切＝12月27日
（お早目の申請をお願いします）

※ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者・
　扶養親族、生活保護受給者は対象外です。

※対象の３歳未満の子は、2016年4月2日
　～2019年9月30日に生まれた子です。

　７月中旬に、対象者見込の方へ申請書を
送っています。
　また、未申請の方へ10月下旬に再通知の
お知らせをお送りしています。
　購入対象者で、購入を希望される方は、申
請書を返信用封筒にて役場へ郵送または福
祉課窓口へご提出ください。

　対象世帯には「購入引換券」を発送しています。

　役場より、「購入引換券」を発送します。

「購入引換券」が届いた方へ
●「購入引換券」 に同封されている引換案内
　書類に記載されている手順に従って、商品
　券を購入してください。
● 商品券を購入後、町内の使用
　可能な店舗でご使用できます。 
● 商品券の使用期間は、令和元年
　10月から令和２年２月29日まで。

最大２万5000円分の買い物が出来る商品券を２万円で販売します商品券の概要

※詳細は通知やホームページをご覧ください。

商品券の購入対象者

申請が必要になります！

申請後、購入決定となりました方へ

申請は不要です

１ 2

3

　申請書がご自宅に届いている方
（購入対象者）で、購入希望の方
はお早めの申請をお願いします。

申請はお済みですか？

与那原町プレミアム付商品券

発売中
（令和２年２月29日まで）

  こちらで購入できます
● 観光交流施設　　 ☎945-3335 （9:00～22:00）
● 軽便駅舎　　　　 ☎835-8888 （10:00～18:00）
● 社会福祉センター   ☎945-3016 （8:30～17:15）
● ふれあいサロン　　 ☎945-9663 （10:00～16:00）

  ご使用の際のポイント

 商品券１枚あたりの額
面は、日常のお買い物で
使いやすくするために
500円券など小口にな
っています

  お釣りが出ない使い方
　1,250円の商品を買う場合、額面500円の商品券２枚と
現金250円を組み合わせて支払う

 観光商工課　☎945-5323お問い合わせ

購入方法
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印は休館日です    

い
こうよ

町
内
で
み
ら
れ
る
ス
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道
の
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に
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け
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れ
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ン（
浜
田
区
）

飲酒運転根絶の
ため、サングヮーを
モチーフに作られ
たピンバッジ

図書館
カレンダー

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
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日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
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木
金
土
日
月
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

図書館図書館 与那原町立図書館  　与那原町字与那原712番地

書　　　　　　　　　　名 著　者　名 出　版　社 内容

新しく入った本

● もしすべてのことに意味があるなら　がんがわたしに教えてくれたこと
● 日本の「水」が危ない
● あがらずに自信をもって話せるようになる本
● 名医が教える最短で授かる不妊治療
● ビーガンという生き方
● 南極ではたらく
● コンビニ外国人

● よのなかルールブックメシが食える大人になる！
● 小学生になったら図鑑
● トイレにいこうね
● ころべばいいのに

● 親愛なるナイチンゲール様
● １回読んだら忘れない中学英語
● どうなっているんだろう？子供の法律

鈴木　美穂
六辻　彰二
鳥谷　朝代
浅田　義正
マーク・ホーソン
渡貫　淳子
芹澤　健介

高濱　正伸
長谷川　康男
さくら　ともこ
ヨシタケシンスケ

闘 病 記
水 道
話 し 方
妊娠・出産
菜 食
紀 行
民族・移民

人 生 訓
学 校
絵 本
絵 本

ダイヤモンド社
ベストセラーズ
日東書院本社
主 婦 の 友 社
緑 風 出 版
平 凡 社
新 潮 社

日本図書センター
ポ プ ラ 社
小 学 館
ブロンズ新社

川嶋　みどり
久保　聖一
山下　敏雅／編

伝 記
英 語
法律相談

合 同 出 版
KADOKAWA
高 文 研

全国の大手コンビニで働く外国人店
員はすでに4万人超。実は日本は世界
第５位の「外国人労働者流入国」！知ら
れざる隣人たちの切ない現実に迫る。

きらいな人がいてもいいんじゃな
い！イヤな気持ちって、自分では
どうしようもないどしゃぶりの雨の
ようなもの。そんなときはね…！

一  

般  

図  

書

児
童
図
書

新規登録

貸出人数

貸出点数

開館日数

11人

499人

1,601冊

7日

９月の利用状況

与那原町立図書館  ☎946-6959お問い合わせ

【火～金】 午前10時～午後7時　【土 ・ 日】 午前10時～午後5時 　【休館日】 月曜日、第4金曜日(資料整理日）
12月

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11月

ヤングアダルト(YA)って、なあに？おかえり、栞の場所で待ってるよ
　10/27～11/9は読書週間
です。今年の標語は「おかえ
り、栞の場所で待ってるよ」。
　読書週間は、戦後間もな
い1947年に「読書の力に
よって、平和な文化国家を創ろう」と始まり
ました。町立図書館では、期間中、標語にち
なんだ展示を行っています。この機会に、ぜ
ひお手に取ってご覧ください。

　ヤングアダルトとは、おおよそ12歳から19歳の世代の人
たちに対して「若いおとな」という意味で使われています。第
二次世界大戦後のアメリカの公共図書館で、ティーンエイ
ジャーを子どもではなく大人として対応するべきという考え
から使われはじめた言葉といわれています。
　町立図書館ではヤングアダルトコーナーを設置し、中高
生のみなさんをお待ちしています！
　また、大人が読んでも奥が深いヤングアダルト図書、この
機会にいかがですか？

ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
中
高
生
向
け

町 史 編 纂 室 よ り 自然編

生涯学習振興課　町史編纂係  ☎871-9981　Fax098-871-9982お問い合わせ

暮らしのなかのススキ

の四隅に置いたそうです。そのほかにも、墓の戸を開け
る際のヤナムン除けやマブヤーグミにもサンが用いられ
ました。1本のススキでつくるサングヮーは、主に食べ物
を持ってどこかへ出かける際に魔除けとして添えられま
した。
　ススキは日常的な用途から行事まで、さまざまな利用
がある植物だったようです。もし「こんな使い方もあった」
などの情報がございましたら、町史までお知らせくださ
い。

　夏の暑さがやわらいだ頃に白い穂を出すススキ、地
元ではグシチャーやゲーンと呼ばれています。現在行っ
ている与那原町の聞き取り調査では、ススキの穂先を
利用して箒をつくったり、薪を燃やす際の焚きつけとし
て枯れた葉をつかったりしたというお話がありました。
　旧暦8月10日に行われるシバサシ行事では、３本の
ススキの葉を結んでサンをつくり、クワの枝と束ねたも
のを魔除けとしてカヤブチ（茅葺）屋根に差したり、屋敷

心に響く歌三線漫談

  たま子とおばぁ

第17話

原作・宮川たま子　漫画・しらとたけし
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新しく入った本

● もしすべてのことに意味があるなら　がんがわたしに教えてくれたこと
● 日本の「水」が危ない
● あがらずに自信をもって話せるようになる本
● 名医が教える最短で授かる不妊治療
● ビーガンという生き方
● 南極ではたらく
● コンビニ外国人

● よのなかルールブックメシが食える大人になる！
● 小学生になったら図鑑
● トイレにいこうね
● ころべばいいのに

● 親愛なるナイチンゲール様
● １回読んだら忘れない中学英語
● どうなっているんだろう？子供の法律

鈴木　美穂
六辻　彰二
鳥谷　朝代
浅田　義正
マーク・ホーソン
渡貫　淳子
芹澤　健介

高濱　正伸
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合 同 出 版
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高 文 研

全国の大手コンビニで働く外国人店
員はすでに4万人超。実は日本は世界
第５位の「外国人労働者流入国」！知ら
れざる隣人たちの切ない現実に迫る。

きらいな人がいてもいいんじゃな
い！イヤな気持ちって、自分では
どうしようもないどしゃぶりの雨の
ようなもの。そんなときはね…！
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11月

ヤングアダルト(YA)って、なあに？おかえり、栞の場所で待ってるよ
　10/27～11/9は読書週間
です。今年の標語は「おかえ
り、栞の場所で待ってるよ」。
　読書週間は、戦後間もな
い1947年に「読書の力に
よって、平和な文化国家を創ろう」と始まり
ました。町立図書館では、期間中、標語にち
なんだ展示を行っています。この機会に、ぜ
ひお手に取ってご覧ください。

　ヤングアダルトとは、おおよそ12歳から19歳の世代の人
たちに対して「若いおとな」という意味で使われています。第
二次世界大戦後のアメリカの公共図書館で、ティーンエイ
ジャーを子どもではなく大人として対応するべきという考え
から使われはじめた言葉といわれています。
　町立図書館ではヤングアダルトコーナーを設置し、中高
生のみなさんをお待ちしています！
　また、大人が読んでも奥が深いヤングアダルト図書、この
機会にいかがですか？
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町 史 編 纂 室 よ り 自然編

生涯学習振興課　町史編纂係  ☎871-9981　Fax098-871-9982お問い合わせ

暮らしのなかのススキ

の四隅に置いたそうです。そのほかにも、墓の戸を開け
る際のヤナムン除けやマブヤーグミにもサンが用いられ
ました。1本のススキでつくるサングヮーは、主に食べ物
を持ってどこかへ出かける際に魔除けとして添えられま
した。
　ススキは日常的な用途から行事まで、さまざまな利用
がある植物だったようです。もし「こんな使い方もあった」
などの情報がございましたら、町史までお知らせくださ
い。

　夏の暑さがやわらいだ頃に白い穂を出すススキ、地
元ではグシチャーやゲーンと呼ばれています。現在行っ
ている与那原町の聞き取り調査では、ススキの穂先を
利用して箒をつくったり、薪を燃やす際の焚きつけとし
て枯れた葉をつかったりしたというお話がありました。
　旧暦8月10日に行われるシバサシ行事では、３本の
ススキの葉を結んでサンをつくり、クワの枝と束ねたも
のを魔除けとしてカヤブチ（茅葺）屋根に差したり、屋敷

心に響く歌三線漫談
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あおり運転による横転事故

居眠り運転でガードレールに衝突後、横転 安全不確認による衝突事故

高速道路を安全・快適に
■  出発前に積荷をチェック
　沖縄自動車道では、脚立や角材などの建築資材や家
庭用品など、多種多様の落下物が多く、交通事故原因
の一つとなっています。積荷は、運転者の責任でシートを
かけ、ロープでしっかり固定しましょう。

■  逆走は命にかかわる危険行為
　逆走してしまったときは、安全な場所に停車、ハ
ザードランプを点灯して避難し、ただちに110番通
報してください。また逆走車を見かけたら、110番や
♯9910で通報してください。

■  出発前に車をチェック
　全国では、タイヤ破損やエンジントラブルが原因の事
故が多発しています。故障の大半が基本的な点検で防
げます。燃料、タイヤ、オイルなどの点検を忘れずに。

■  命を守るシートベルト
　シートベルトは、衝突時にハンドルやフロントガラスに胸
や頭をぶつける二次衝突や車外に投げ出される危険性
を一定の範囲で防止する効果があります。高速道路で
は、後部座席を含め全席シートベルト着用が義務となって
います。

■  あおり運転はやめましょう
　前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発
する「あおり運転」は、重大な交通事故につながる悪質・
危険な行為で、車間距離保持義務違反などの交通違反
になります。危険な運転者に追われるなどした場合は、
SA・PAなど交通事故に遭わない場所に避難してから、た
めらうことなく警察に110番通報してください。

沖縄県警察本部交通部交通機動隊
西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路管理事務所　☎876-6588

お問い
合わせ

落下物直撃

落下物を避けよう
として衝突
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夜リラックスヨガ教室［第4期］

期　間▶11月8日～1月17日
　　　　  （金曜日  全８回）
時　間▶20:00～21:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶柳　孝道

対　象▶一般
定　員▶各15名（先着順）
受講料▶5,000円 （保険料込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

呼吸に意識を向け、
１つ１つのポーズを
ゆっくと丁寧に行
い、心身のバランス
を整えていきます。

与那原町観光交流施設
のびのび・思いっきり！

 与那原町観光交流施設　☎945-3335お問い合わせ

申込場所／与那原町観光交流施設
申込方法／（申込期間内に）電話・窓口にて受講予約→当施設窓口にて申込記入・受講料支払い→申込完了

※期限内に申込完了がない場合はキャンセル扱いとなります。

プリザーブドフラワーアレンジメント教室［第３期］

期　間▶12月21日（土曜日）
時　間▶10:00～12:00
会　場▶２Ｆ多目的室
講　師▶新垣陽子氏
　　　　（プリザーブドフラワー講師）

対　象▶一般・学生
定　員▶20人（先着順）
受講料▶3,000円（材料費込み）
申込期間▶11月9日～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

今回は器を使って
プリザーブドフラ
ワーをお正月らしく
アレンジします。可
愛らしい和のアレ
ンジでお花をお楽
しみ下さい ！

自然栽培、無農薬に
こだわった農園「カノ
ンの森」森谷さんの手
作り野菜や果物、沖
縄独特のハーブなど
約70種類を使って、
自然のエネルギーたっ
ぷりのオリジナル酵
素を一緒に作ります。

酵素作り教室［第2期］

期　間▶11月９日（土曜日）
時　間▶14:00～16:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶森谷　妙子

対　象▶一般
定　員▶20名（先着順）
受講料▶2,500円（材料費込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

朝ゆる〜りヨガ教室［第4期］

期　間▶11月8日～1月17日
　　　　　（金曜日  全8回）
時　間▶10:00～11:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶知念　康代

対　象▶一般、学生
定　員▶各15名（先着順）
受講料▶5,000円 （保険料込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

女性のための健康力アップ教室［月1回教室］

期　日▶11月19日（1回）
時　間▶11:00～11:50（50分）
受講料▶500円
　　　　（テキストなし・保険料込）
会　場▶２Ｆ多目的室

講　師▶屋比久隆生
　　      （J-SPOインストラクター）
対　象▶50代～（女性限定）
定　員▶各15名（先着順）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　 達し次第終了

　全4回教室の日程が合わずに受講することができない方や、教室受
講が初めての方でもお気軽に参加して頂けるような月１回の単発教
室です！

■ キレイな姿勢で肩こり改善
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女性のための健康力アップ教室［第2期］

時　間▶10:00～10:50（50分）
受講料▶2,500円
　　　   （テキスト代・保険料込）
会　場▶２Ｆ多目的室

申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　 達し次第終了
対　象▶50代～（女性限定）
定　員▶各15名（先着順）

■ 全４回教室
　　　ストレッチポール・ボディーデザイン編

11月 ５日（膝下）　　12月 ３日（ヒップ）
11月19日（膝上）　　12月17日（腰回り）　【全４回】

全４回

　ボディーデザインに有効的なストレッチポールの使い方を部位別に
お伝えします。

正しい姿勢作りで
肩こりを改善する方
法をお伝えします。
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あおり運転による横転事故

居眠り運転でガードレールに衝突後、横転 安全不確認による衝突事故

高速道路を安全・快適に
■  出発前に積荷をチェック
　沖縄自動車道では、脚立や角材などの建築資材や家
庭用品など、多種多様の落下物が多く、交通事故原因
の一つとなっています。積荷は、運転者の責任でシートを
かけ、ロープでしっかり固定しましょう。

■  逆走は命にかかわる危険行為
　逆走してしまったときは、安全な場所に停車、ハ
ザードランプを点灯して避難し、ただちに110番通
報してください。また逆走車を見かけたら、110番や
♯9910で通報してください。

■  出発前に車をチェック
　全国では、タイヤ破損やエンジントラブルが原因の事
故が多発しています。故障の大半が基本的な点検で防
げます。燃料、タイヤ、オイルなどの点検を忘れずに。

■  命を守るシートベルト
　シートベルトは、衝突時にハンドルやフロントガラスに胸
や頭をぶつける二次衝突や車外に投げ出される危険性
を一定の範囲で防止する効果があります。高速道路で
は、後部座席を含め全席シートベルト着用が義務となって
います。

■  あおり運転はやめましょう
　前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発
する「あおり運転」は、重大な交通事故につながる悪質・
危険な行為で、車間距離保持義務違反などの交通違反
になります。危険な運転者に追われるなどした場合は、
SA・PAなど交通事故に遭わない場所に避難してから、た
めらうことなく警察に110番通報してください。

沖縄県警察本部交通部交通機動隊
西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路管理事務所　☎876-6588
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夜リラックスヨガ教室［第4期］

期　間▶11月8日～1月17日
　　　　  （金曜日  全８回）
時　間▶20:00～21:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶柳　孝道

対　象▶一般
定　員▶各15名（先着順）
受講料▶5,000円 （保険料込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

呼吸に意識を向け、
１つ１つのポーズを
ゆっくと丁寧に行
い、心身のバランス
を整えていきます。

与那原町観光交流施設
のびのび・思いっきり！

 与那原町観光交流施設　☎945-3335お問い合わせ

申込場所／与那原町観光交流施設
申込方法／（申込期間内に）電話・窓口にて受講予約→当施設窓口にて申込記入・受講料支払い→申込完了

※期限内に申込完了がない場合はキャンセル扱いとなります。

プリザーブドフラワーアレンジメント教室［第３期］

期　間▶12月21日（土曜日）
時　間▶10:00～12:00
会　場▶２Ｆ多目的室
講　師▶新垣陽子氏
　　　　（プリザーブドフラワー講師）

対　象▶一般・学生
定　員▶20人（先着順）
受講料▶3,000円（材料費込み）
申込期間▶11月9日～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

今回は器を使って
プリザーブドフラ
ワーをお正月らしく
アレンジします。可
愛らしい和のアレ
ンジでお花をお楽
しみ下さい ！

自然栽培、無農薬に
こだわった農園「カノ
ンの森」森谷さんの手
作り野菜や果物、沖
縄独特のハーブなど
約70種類を使って、
自然のエネルギーたっ
ぷりのオリジナル酵
素を一緒に作ります。

酵素作り教室［第2期］

期　間▶11月９日（土曜日）
時　間▶14:00～16:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶森谷　妙子

対　象▶一般
定　員▶20名（先着順）
受講料▶2,500円（材料費込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

朝ゆる〜りヨガ教室［第4期］

期　間▶11月8日～1月17日
　　　　　（金曜日  全8回）
時　間▶10:00～11:00
会　場▶２Ｆ  多目的室
講　師▶知念　康代

対　象▶一般、学生
定　員▶各15名（先着順）
受講料▶5,000円 （保険料込み）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　達し次第終了

女性のための健康力アップ教室［月1回教室］

期　日▶11月19日（1回）
時　間▶11:00～11:50（50分）
受講料▶500円
　　　　（テキストなし・保険料込）
会　場▶２Ｆ多目的室

講　師▶屋比久隆生
　　      （J-SPOインストラクター）
対　象▶50代～（女性限定）
定　員▶各15名（先着順）
申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　 達し次第終了

　全4回教室の日程が合わずに受講することができない方や、教室受
講が初めての方でもお気軽に参加して頂けるような月１回の単発教
室です！

■ キレイな姿勢で肩こり改善
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女性のための健康力アップ教室［第2期］

時　間▶10:00～10:50（50分）
受講料▶2,500円
　　　   （テキスト代・保険料込）
会　場▶２Ｆ多目的室

申込期間▶申込受付中～定員に
　　　　　　　　 達し次第終了
対　象▶50代～（女性限定）
定　員▶各15名（先着順）

■ 全４回教室
　　　ストレッチポール・ボディーデザイン編

11月 ５日（膝下）　　12月 ３日（ヒップ）
11月19日（膝上）　　12月17日（腰回り）　【全４回】

全４回

　ボディーデザインに有効的なストレッチポールの使い方を部位別に
お伝えします。

正しい姿勢作りで
肩こりを改善する方
法をお伝えします。
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▶相談日／11月1日（金）・11月22日（金）・12月20日（金）
　※原則として奇数月は第１・３金曜、偶数月は第３金曜日
　　　　　　　　　　　　  （変更する場合があります）
▶時　間／午後２時～４時（受付順で時間指定）
▶場　所／役場第１庁舎
▶内　容／交通事故 ・ 土地問題 ・ ヤミ金融 ・ 多重債務　　
　　　　　相続遺言・家庭問題ほか
▶申 込 方 法／電話予約
▶担当弁護士／中野清光氏（町顧問弁護士）

11月・12月の無料法律相談

お問い合わせ  総務課  ☎945-2201

　与那原町は現在、電光掲示板で町の情報や観光情報などを
放映していますが、このうち下記２カ所の掲示板で広告募集を始
めました。広告料や申請方法などの詳細は与那原町のＨＰをご
確認頂くか、総務課までお問い合わせください。
 放映媒体
● 東浜電光掲示板　与那古浜公園正面入口の十字路
● 与那原三叉路電光掲示板　琉銀与那原支店　屋上

電 光 掲 示 板

お問い合わせ  総務課  ☎945-2201

　町民のみなさん、今年４月に与那原町は町制施行70周年の
節目を迎えましたが、期を同じくして第５次与那原町総合計画
がスタートしたことはご存じでしたか？
　総合計画は、10年後の与那原町の目指すべき将来像を描
き、町民一人ひとりが今よりもっと幸せを感じながら暮らし、活
気あふれる与那原町を実現するためのとても大切なまちづくり
の計画です。
　町は11月24日、総合計画をはじめとするまちの将来像を語る
シンポジウムを開催します。ぜひご参加いただき、与那原町の
未来について一緒に考えてみませんか？

▶日　時／11月24日（日）　15時～17時
▶会　場／与那原町観光交流施設
 内　容
　【１部】まちづくり基調講演
　　　　テーマ「小粒でもキラリと輝く東海岸の星・与那原町
　　　　　　　  の過去・現在・未来」
　　　　　　　講演者／堤　純一郎
　　　　　  　 （琉球大学教授・与那原町総合計画審議会会長）
　【２部】パネルディスカッション
　　　　テーマ「与那原町の目指すべき姿と新たな時代のまちづくり」
　　　　コーディネーター／堤純一郎
　　　　　  　 （琉球大学教授・与那原町総合計画審議会会長）
　　　　パネリスト／照屋勉（与那原町長）、山内和実（与那原町
　　　　総合計画策定住民会議会長）、立津さとみ（沖縄県文化
　　　　観光スポーツ部参事）、知花聡（沖縄県保育士・保育合
　　　　支援センター長）、仲宗根正（沖縄県南部保健所所長）

新たなまちづくりシンポジウム

お問い合わせ  企画政策課  ☎945-8881

　与那原町いきいき町
民農園は、利用者の皆さ
んに健康づくり・利用者
相互の親交を深める場
など、様々な目的で利用
していただいております。
　このたび、いきいき町
民農園に空きが出てい

ますので、下記のとおり令和元年度利用者の募集を行います。町
民農園の利用を希望される方は与那原町まちづくり課へお問い
合わせください。
▶募集期間／随　時
▶契約期間／契約日～令和２年3月31日
▶使 用 料／月額800円（年間9,600円）
▶利用条件／町内在住の方に限ります。
▶申請方法／利用申込書に必要事項を記載のうえ、まちづくり
　　　　　　課へ提出してください。

与那原町いきいき町民農園

お問い合わせ  まちづくり課  ☎945-7244

みんなで創ろう 活気あふれる 美らまち与那原

　与那原まちづくり推進協議
会は、与那古浜公園でイルミネ
ーション点灯式を開催します。
冬の与那原に新たな魅力を加
えようと、今回も町商工会青年
部・町青年会・沖縄女子短期大

学など、若者たちが手作りのイルミネーションでまちを盛り上げ
ます。お楽しみに。
▶日　時／11月30日（土） 18:00～（点灯18:10）
　　　　　　　　　   １月上旬ごろまで点灯予定
▶場　所／与那古浜公園（A&W向かいの広場）
▶主　催／与那原まちづくり推進協議会
　　　（クリスマスイルミネーション実行委員会）

イルミネーション点灯式

※点灯式プログラムは、決まり次第観光ポータルサイト
　「与那原NAVI」にて更新しますのでご確認ください。

令和元年度 利 用 者 募 集

広 告 募 集

※利用申込書は、まちづくり課窓口または、
　町ＨＰからダウンロードすることができます。

入場無料（申込不要） ●預金差押 19件 ●不動産参加差押 1件 ●その他債権 2件

令和元年９月末日現在平成31年度中の滞納処分状況

税務課 ☎945-4477お問い合わせ  

納期限 12月2日（月）

所得税及び復興特別所得税の
予定納税(第２期分)納税をお忘れなく

　毎年、11月11日から17日までは「税を考える週間」です。税の役割や必要性などに
ついてよりいっそう理解を深めて頂くことを目的とした週間です。
　週間中の催しは国税庁ホームページをご覧ください。また、11日（月）から15日（金）
は役場本庁舎１Ｆロビーでパネル展示を行っていますので、是非足をお運びください。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

11月11日（月）～11月17日（日） 「くらしを支える税」テーマ

１ 説明会場へのお問い合わせは、ご遠慮 
　 願います。
２ 会場駐車場には限りがありますので、公
　 共交通機関をご利用いただきますよう 
　  ご協力をお願いします。

年末調整及び法定調書等の作成のしかたについて、下記の日程で説明会を開催します。
年末調整等説明会のご案内

11月26日(火)
10:00～12:30

13:30～16:00

○扶養親族等の要件など年末調整のしかたに関する一般的なご質問
○源泉徴収票の記載方法など法定調書等の作成に関する一般的なご質問

「電話相談センター」
でお答えします。

那覇税務署（代表番号）  ☎867-3101

音声案内に従い番号

「１」を選択

豊見城市・南風原町・那覇市の一部

糸満市・南城市・八重瀬町・与那原町・那覇市の一部

開催日

会場 ▼沖縄コンベンションセンター劇場棟　（宜野湾市真志喜4-3-1）

時　間 対象地域

税を考える週間

お問い合わせ

税務課からのお願い

　固定資産税はその年の１月１日が基準日となり、その基
準日時点での所有者に対して年度分の税金が課税されます
（日割りや月割りはありません）。
　評価についても同様に、基準日においての現況や利用状
況によって評価されますので、下記のような変更などがあり
ましたら、お手数ですが早めにご連絡とお手続きをお願いし
ます。

①年内に建物の滅失（全部、又は一部の取壊し）、増築、また
　は登記されていない建物の所有権移転（相続、売買など）
　を行った。

② 年内に土地の現況地目（利用状況）などの変更があった。

　前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基
づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合
には、原則、この予定納税基準額の1/3相当額をそれぞ
れ７月（第１期分）と11月(第２期分)に納めることとなって
います。
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和
元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知
書」が送付されています。この通知書に記載された第２期
分の金額が納税する額です。
　第２期分の予定納税の減額申請をする場合は、11月
15日（金）までに「予定納税額の減額申請書」を所轄税務
署に提出してください。

土地建物に変更はありませんか？　沖縄県と県内41市町村では、11月から県税・市町村税の
滞納整理強化月間を行っています。納期限を経過し、催告し
ても納めない方に対し、財産の差押などの処分があります。
預貯金や給与、不動産のほか、自動車やオートバイはタイヤ
ロックによる差押が行われます。
　まだ納めていない方は、お早めに納付を。納税に関するお
問い合わせは税務課までどうぞ。

自動車・オートバイにはタイヤロック・
ミラーズロックによる差押えが行われます

［11月～12月]徴収強化月間

タイヤロッ
ク ミラーズロッ

ク

国  税  庁　 検索詳しくは

※11月28日（木）13：30～16：00　手話通訳者による説明希望者

自賠責保険・自賠責共済のご案内

忘れちゃいけない自賠責
自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です！
自賠責保険・共済は法律によりすべての車・バイクに加入が義
務づけられています。自賠責保険・共済なしで運行することは
法令違反ですのでご注意ください！

詳しくは　国土交通省ホームページまで

国税庁ホームページ
（源泉徴収義務者の
方）QRコード

税務課からのお知らせ

広報
2019.11 16広報

2019.1117

お 知 ら せ



▶相談日／11月1日（金）・11月22日（金）・12月20日（金）
　※原則として奇数月は第１・３金曜、偶数月は第３金曜日
　　　　　　　　　　　　  （変更する場合があります）
▶時　間／午後２時～４時（受付順で時間指定）
▶場　所／役場第１庁舎
▶内　容／交通事故 ・ 土地問題 ・ ヤミ金融 ・ 多重債務　　
　　　　　相続遺言・家庭問題ほか
▶申 込 方 法／電話予約
▶担当弁護士／中野清光氏（町顧問弁護士）

11月・12月の無料法律相談

お問い合わせ  総務課  ☎945-2201

　与那原町は現在、電光掲示板で町の情報や観光情報などを
放映していますが、このうち下記２カ所の掲示板で広告募集を始
めました。広告料や申請方法などの詳細は与那原町のＨＰをご
確認頂くか、総務課までお問い合わせください。
 放映媒体
● 東浜電光掲示板　与那古浜公園正面入口の十字路
● 与那原三叉路電光掲示板　琉銀与那原支店　屋上

電 光 掲 示 板

お問い合わせ  総務課  ☎945-2201

　町民のみなさん、今年４月に与那原町は町制施行70周年の
節目を迎えましたが、期を同じくして第５次与那原町総合計画
がスタートしたことはご存じでしたか？
　総合計画は、10年後の与那原町の目指すべき将来像を描
き、町民一人ひとりが今よりもっと幸せを感じながら暮らし、活
気あふれる与那原町を実現するためのとても大切なまちづくり
の計画です。
　町は11月24日、総合計画をはじめとするまちの将来像を語る
シンポジウムを開催します。ぜひご参加いただき、与那原町の
未来について一緒に考えてみませんか？

▶日　時／11月24日（日）　15時～17時
▶会　場／与那原町観光交流施設
 内　容
　【１部】まちづくり基調講演
　　　　テーマ「小粒でもキラリと輝く東海岸の星・与那原町
　　　　　　　  の過去・現在・未来」
　　　　　　　講演者／堤　純一郎
　　　　　  　 （琉球大学教授・与那原町総合計画審議会会長）
　【２部】パネルディスカッション
　　　　テーマ「与那原町の目指すべき姿と新たな時代のまちづくり」
　　　　コーディネーター／堤純一郎
　　　　　  　 （琉球大学教授・与那原町総合計画審議会会長）
　　　　パネリスト／照屋勉（与那原町長）、山内和実（与那原町
　　　　総合計画策定住民会議会長）、立津さとみ（沖縄県文化
　　　　観光スポーツ部参事）、知花聡（沖縄県保育士・保育合
　　　　支援センター長）、仲宗根正（沖縄県南部保健所所長）

新たなまちづくりシンポジウム

お問い合わせ  企画政策課  ☎945-8881

　与那原町いきいき町
民農園は、利用者の皆さ
んに健康づくり・利用者
相互の親交を深める場
など、様々な目的で利用
していただいております。
　このたび、いきいき町
民農園に空きが出てい

ますので、下記のとおり令和元年度利用者の募集を行います。町
民農園の利用を希望される方は与那原町まちづくり課へお問い
合わせください。
▶募集期間／随　時
▶契約期間／契約日～令和２年3月31日
▶使 用 料／月額800円（年間9,600円）
▶利用条件／町内在住の方に限ります。
▶申請方法／利用申込書に必要事項を記載のうえ、まちづくり
　　　　　　課へ提出してください。

与那原町いきいき町民農園

お問い合わせ  まちづくり課  ☎945-7244

みんなで創ろう 活気あふれる 美らまち与那原

　与那原まちづくり推進協議
会は、与那古浜公園でイルミネ
ーション点灯式を開催します。
冬の与那原に新たな魅力を加
えようと、今回も町商工会青年
部・町青年会・沖縄女子短期大

学など、若者たちが手作りのイルミネーションでまちを盛り上げ
ます。お楽しみに。
▶日　時／11月30日（土） 18:00～（点灯18:10）
　　　　　　　　　   １月上旬ごろまで点灯予定
▶場　所／与那古浜公園（A&W向かいの広場）
▶主　催／与那原まちづくり推進協議会
　　　（クリスマスイルミネーション実行委員会）

イルミネーション点灯式

※点灯式プログラムは、決まり次第観光ポータルサイト
　「与那原NAVI」にて更新しますのでご確認ください。

令和元年度 利 用 者 募 集

広 告 募 集

※利用申込書は、まちづくり課窓口または、
　町ＨＰからダウンロードすることができます。

入場無料（申込不要） ●預金差押 19件 ●不動産参加差押 1件 ●その他債権 2件

令和元年９月末日現在平成31年度中の滞納処分状況

税務課 ☎945-4477お問い合わせ  

納期限 12月2日（月）

所得税及び復興特別所得税の
予定納税(第２期分)納税をお忘れなく

　毎年、11月11日から17日までは「税を考える週間」です。税の役割や必要性などに
ついてよりいっそう理解を深めて頂くことを目的とした週間です。
　週間中の催しは国税庁ホームページをご覧ください。また、11日（月）から15日（金）
は役場本庁舎１Ｆロビーでパネル展示を行っていますので、是非足をお運びください。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

11月11日（月）～11月17日（日） 「くらしを支える税」テーマ

１ 説明会場へのお問い合わせは、ご遠慮 
　 願います。
２ 会場駐車場には限りがありますので、公
　 共交通機関をご利用いただきますよう 
　  ご協力をお願いします。

年末調整及び法定調書等の作成のしかたについて、下記の日程で説明会を開催します。
年末調整等説明会のご案内

11月26日(火)
10:00～12:30

13:30～16:00

○扶養親族等の要件など年末調整のしかたに関する一般的なご質問
○源泉徴収票の記載方法など法定調書等の作成に関する一般的なご質問

「電話相談センター」
でお答えします。

那覇税務署（代表番号）  ☎867-3101

音声案内に従い番号

「１」を選択

豊見城市・南風原町・那覇市の一部

糸満市・南城市・八重瀬町・与那原町・那覇市の一部

開催日

会場 ▼沖縄コンベンションセンター劇場棟　（宜野湾市真志喜4-3-1）

時　間 対象地域

税を考える週間

お問い合わせ

税務課からのお願い

　固定資産税はその年の１月１日が基準日となり、その基
準日時点での所有者に対して年度分の税金が課税されます
（日割りや月割りはありません）。
　評価についても同様に、基準日においての現況や利用状
況によって評価されますので、下記のような変更などがあり
ましたら、お手数ですが早めにご連絡とお手続きをお願いし
ます。

①年内に建物の滅失（全部、又は一部の取壊し）、増築、また
　は登記されていない建物の所有権移転（相続、売買など）
　を行った。

② 年内に土地の現況地目（利用状況）などの変更があった。

　前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基
づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合
には、原則、この予定納税基準額の1/3相当額をそれぞ
れ７月（第１期分）と11月(第２期分)に納めることとなって
います。
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和
元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知
書」が送付されています。この通知書に記載された第２期
分の金額が納税する額です。
　第２期分の予定納税の減額申請をする場合は、11月
15日（金）までに「予定納税額の減額申請書」を所轄税務
署に提出してください。

土地建物に変更はありませんか？　沖縄県と県内41市町村では、11月から県税・市町村税の
滞納整理強化月間を行っています。納期限を経過し、催告し
ても納めない方に対し、財産の差押などの処分があります。
預貯金や給与、不動産のほか、自動車やオートバイはタイヤ
ロックによる差押が行われます。
　まだ納めていない方は、お早めに納付を。納税に関するお
問い合わせは税務課までどうぞ。

自動車・オートバイにはタイヤロック・
ミラーズロックによる差押えが行われます

［11月～12月]徴収強化月間

タイヤロッ
ク ミラーズロッ

ク

国  税  庁　 検索詳しくは

※11月28日（木）13：30～16：00　手話通訳者による説明希望者

自賠責保険・自賠責共済のご案内

忘れちゃいけない自賠責
自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です！
自賠責保険・共済は法律によりすべての車・バイクに加入が義
務づけられています。自賠責保険・共済なしで運行することは
法令違反ですのでご注意ください！

詳しくは　国土交通省ホームページまで

国税庁ホームページ
（源泉徴収義務者の
方）QRコード

税務課からのお知らせ

広報
2019.11 16広報

2019.1117

お 知 ら せ



旧10月5日

旧10月6日

旧10月7日

旧10月8日

旧10月9日

旧10月10日

旧10月11日

旧10月12日

旧10月13日

旧10月14日

旧10月15日

旧10月16日

旧10月17日

旧10月18日

旧10月19日

旧10月20日

旧10月21日

旧10月22日

旧10月23日

旧10月24日

旧10月25日

旧10月26日

旧10月27日

旧10月28日

旧10月29日

旧10月30日

旧11月1日

旧11月2日

旧11月3日

旧11月4日

消費税の改正施行日10月1日
令和元年９月 令和元年10月 令和元年12月令和元年11月令和元年11月

検針 検針 検針 検針

経過措置により
８％適用 新税率10％適用

10月分料金
旧税率適用

11月分料金
新税率適用

12月分料金
新税率適用

● 普及率（人口ベース）　83.0%（±   0）
● 使用可能人口　16,497人（±   0）
● 使用人口　　　12,200人（+  6）

公共下水道普及状況 （８月末現在）

 上下水道課 ☎945-3017お問い合わせ

● 使用人口率　  74.0％（+0.1）
● 使用可能世帯数  6,832件（－   4）
● 使用世帯数　 4,884件（－   4）
● 使用世帯率　  71.5％（±   0）
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・国民保税６期口座振替日
・後期高齢者医療保険料５期口座振替日
・学校振替休日　・図書館休館日

・与那原中学校内合唱コンクール　
・町老連作品展示会（町コミュニティーセンター）
・無料法律相談（第１庁舎）　

・第５回町福祉まつり／町老連作品展示会
　　　　　　　 （町コミュニティーセンター）

・地震・津波防災訓練　・国保税5期再振日
・後期高齢者医療保険料4期再振日

・与那原中「立志ウイーク」
　　　　（修学旅行・職場／福祉体験）～15日

・与那原駅跡パネル展（駅舎資料館～12/10）
・「少年を守る日」夜間パトロール

・健康相談（第１庁舎）
・７か月児健康相談 （町コミュニティーセンター）

・第２回兄弟小節大会（東浜野球場駐車場）
・乳児一般健診 （町コミュニティーセンター）

・１歳６か月児健診 （町コミュニティーセンター）

・町老人スポーツ大会

・図書館休館日

・健康相談（第１庁舎）
・１歳児健康相談 （町コミュニティーセンター）

・図書館休館日

・小学校就学時健診

・健康相談（第１庁舎）

・町老連カラオケ大会

・無料法律相談（第１庁舎）

・無料法律相談（第１庁舎）

・ごみ収集休み

・小学校地区音楽発表会
・３歳児健診 （町コミュニティーセンター）

・中学校地区音楽発表会

・イルミネーション点灯式（与那古浜公園）

・幼小中学校一斉公開日
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11月29日
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11月 町 の 主 な 行 事町 の 主 な 行 事

児童虐待防止月間

津波防災の日

立冬

七五三

文化の日

振替休日

勤労感謝の日

URL  http://www.owjc.ac.jp
TEL（098）882-9001 FAX（098）882-8901

〒901-1304  沖縄県島尻郡与那原町東浜１番地

　令和元年10月１日からの消費税率の変更に伴い、水道料金・下
水道使用料に係る消費税率が８％から10％に引き上げられます。 
水道料金等は消費税の適用経過措置により、消費税法及び地方
税法の改正施行日前から継続して使用していた場合は、旧税率を
適用することになっています。下図のように10月検針分までは経
過措置の適用対象となる料金があり、８％税率（旧税率）での計算
となります。改正後の料金(新税率10％）は、令和元年11月検針分
（12/10に納付書発送）からの適用となります。
　皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。   
    

水道料金・下水道使用料の消費税率が10％に変わります
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お問い合わせ  南部広域行政組合　東部環境美化センター ☎946-3014

南部広域行政組合  東部環境美化センターからのお知らせ

沖縄の子どもたちに「養育里親」を 与那原町介護予防事業

　沖縄県では、さまざまな事情で親元
を離れて暮らしている子どもたちがい
ます。このような子どもたちを豊かな
愛情をもって一定期間、自分の家庭に
迎え入れて養育するのが「養育里親」
です。現在、短期間（数日から数カ月）
なら活動できる方や、乳幼児の養育
に協力したい方を募集しています。養
育里親になった後は、支援員によるサ
ポートもあります。

▶申込期間／11月１日（金）～29日（金）
（※土日祝祭日除く）

▶申込場所／福祉課窓口
▶受付時間／午前８時30分～午後５時15分

（お昼時間12時～13時除く）

※受講者の決定は先着順ではありません。
　各教室定員がありますので、定員超過した
　際は選考を行い受講者を決定します。

▶対　　象／与那原町在住の65歳以上の女性で、介護認定
　　　　　　（要支援１～２・要介護１～５）を受けていない方
▶教室内容／女性を対象としたマシントレーニングやストレッ
　　　　　　チ等の約30分プログラム
▶参 加 費／3,000円（３カ月・回数無制限）
▶期　　間／１クール３カ月　　　▶定　　員／５人
▶場　　所／カーブスマリンプラザあがり浜
　　　　　　（マリンプラザあがり浜ショッピングセンター１Ｆ）
　　　　　　　※年度内に受講できるのは１クールのみです。

０〜５歳の「養育里親」を募集しています

お問い
合わせ  

（福）袋中園　里親支援よしみず  ☎994-5134
satooya@taichuen.or.jp　   （9:00～17:00）

お問い合わせ  観光商工課 ☎945-5323

お問い合わせ  与那原警察署 ☎945-0110

　与那原町は昨年２月に「与那原町観光実施計画」を策定し、
「住みやすさを大事にしながら振興に取り組む」ことが定めら
れています。
　そこで、町民の皆さんや町内事業所の皆さ
んの声を聞くため、アンケート調査を実施しま
す。アンケートの内容は、観光振興によるメリ
ットやデメリットなどの影響や、行政に期待す
る取り組みなどです。

観光に関する皆さんの声をお聞かせください

指名手配被疑者の検挙にご協力を！

住民アンケート

事業者アンケート

　町民の皆さんと、町内事業所の皆さんは、
下記QRコードよりアンケートにご回答をお
願いいたします。所要時間は約10分です。
　皆さんから届いた声を反映し、よりよい施
策の実施に向けて取り組んでいきたいと思
います。

お問い合わせ  福祉課 ☎945-1525

ビューティートレーニング教室

※「第１庁舎」は福祉センター仮庁舎の名称です

小雪

第７次与那原町行財政改革推進委員会

お問い合わせ  総務課 ☎945-2201

詳しい内容は、町のホームページまたは上下水道課へお問い合わせください。

令和２年１月～３月の教室受講者募集中

　11月は指名手配被疑者捜査強化月間です。警察への情報
提供をお願いします。

お問い合わせ  生涯学習振興課  文化財係  ☎871-9981

鉄道の日　与那原駅跡パネル展

▶期　間／11月15日(金)～12月９日(月)
▶場　所／軽便与那原駅舎
　　　　　　　　　　　（入館料1,000円・町民は無料）

　町では、町の行財政改革大綱作成に広く町民の意見を反映
させ、町民協働による行財政運営を進めるため、公募により委
員を募集します。
　公募委員の方には、学識経験者や各種団体の代表者などの
町が選任した委員とともに、町の行財政改革に関する重要事
項について審議していただきます。
▶募集期間／2019年11月1日（金）～11月25日（月）
 応募資格
（１）町内に在住、在学、在勤している18歳以上の方
　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年10月1日現在）
（２）町政及び行財政改革に関心・意欲のある方
（３）月１・２回程度平日に開催する会議に参加できる方
▶募集人員／２名以内
▶任　　期／2019年12月１日から2020年4月30日までの
　　　　　　５カ月間
▶会議の開催／平日約２～３時間程度、月２～３回程度
▶報　　酬／町の規定による
▶応募方法／町ホームページに掲載している応募用紙に必要
　　　　　　事項をご記入のうえお申し込みください。
 応募書類の提出先（郵送・直接持参）
　〒901-1392　与那原町字上与那原16番地
　　　　　　　　与那原町役場　第１庁舎　２階　総務課

委 員 募 集

推薦入学試験
願書受付始まります！
推薦入学試験
願書受付始まります！

1 7～1111 1 7～金 木

2019年2019年

（消印有効）（消印有効）

広報
2019.10 18広報

2019.1019

お 知 ら せ



旧10月5日

旧10月6日

旧10月7日

旧10月8日

旧10月9日

旧10月10日

旧10月11日

旧10月12日

旧10月13日

旧10月14日

旧10月15日

旧10月16日

旧10月17日

旧10月18日

旧10月19日

旧10月20日

旧10月21日

旧10月22日

旧10月23日

旧10月24日

旧10月25日

旧10月26日

旧10月27日

旧10月28日

旧10月29日

旧10月30日

旧11月1日
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旧11月4日

消費税の改正施行日10月1日
令和元年９月 令和元年10月 令和元年12月令和元年11月令和元年11月

検針 検針 検針 検針

経過措置により
８％適用 新税率10％適用

10月分料金
旧税率適用

11月分料金
新税率適用

12月分料金
新税率適用

● 普及率（人口ベース）　83.0%（±   0）
● 使用可能人口　16,497人（±   0）
● 使用人口　　　12,200人（+  6）

公共下水道普及状況 （８月末現在）

 上下水道課 ☎945-3017お問い合わせ

● 使用人口率　  74.0％（+0.1）
● 使用可能世帯数  6,832件（－   4）
● 使用世帯数　 4,884件（－   4）
● 使用世帯率　  71.5％（±   0）
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・国民保税６期口座振替日
・後期高齢者医療保険料５期口座振替日
・学校振替休日　・図書館休館日

・与那原中学校内合唱コンクール　
・町老連作品展示会（町コミュニティーセンター）
・無料法律相談（第１庁舎）　

・第５回町福祉まつり／町老連作品展示会
　　　　　　　 （町コミュニティーセンター）

・地震・津波防災訓練　・国保税5期再振日
・後期高齢者医療保険料4期再振日

・与那原中「立志ウイーク」
　　　　（修学旅行・職場／福祉体験）～15日

・与那原駅跡パネル展（駅舎資料館～12/10）
・「少年を守る日」夜間パトロール

・健康相談（第１庁舎）
・７か月児健康相談 （町コミュニティーセンター）

・第２回兄弟小節大会（東浜野球場駐車場）
・乳児一般健診 （町コミュニティーセンター）

・１歳６か月児健診 （町コミュニティーセンター）

・町老人スポーツ大会

・図書館休館日

・健康相談（第１庁舎）
・１歳児健康相談 （町コミュニティーセンター）

・図書館休館日

・小学校就学時健診

・健康相談（第１庁舎）

・町老連カラオケ大会

・無料法律相談（第１庁舎）

・無料法律相談（第１庁舎）

・ごみ収集休み

・小学校地区音楽発表会
・３歳児健診 （町コミュニティーセンター）

・中学校地区音楽発表会

・イルミネーション点灯式（与那古浜公園）

・幼小中学校一斉公開日
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11月 町 の 主 な 行 事町 の 主 な 行 事

児童虐待防止月間

津波防災の日

立冬

七五三

文化の日

振替休日

勤労感謝の日

URL  http://www.owjc.ac.jp
TEL（098）882-9001 FAX（098）882-8901

〒901-1304  沖縄県島尻郡与那原町東浜１番地

　令和元年10月１日からの消費税率の変更に伴い、水道料金・下
水道使用料に係る消費税率が８％から10％に引き上げられます。 
水道料金等は消費税の適用経過措置により、消費税法及び地方
税法の改正施行日前から継続して使用していた場合は、旧税率を
適用することになっています。下図のように10月検針分までは経
過措置の適用対象となる料金があり、８％税率（旧税率）での計算
となります。改正後の料金(新税率10％）は、令和元年11月検針分
（12/10に納付書発送）からの適用となります。
　皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。   
    

水道料金・下水道使用料の消費税率が10％に変わります

与那原町

西 原 町

南 城 市

八重瀬町

計

与那原町

西 原 町

南 城 市

八重瀬町

計

－ 5.7

－ 5.6

＋ 2.7

＋ 3.0

－ 1.3

14

27

27

18

87

－ 12.4

－ 7.8

－ 2.1

＋ 5.4

－ 3.6

8

14

17

13

52

搬
入
台
数（
台
）

搬
入
量（
ｔ
）

市町名

396

787

813

541

2,537

198

332

422

330

1,282

９月 

420

834

792

525

2,571

226

360

431

313

1,330

８月 前月比（%） １日平均

可燃ごみの搬入量・搬入台数

お問い合わせ  南部広域行政組合　東部環境美化センター ☎946-3014

南部広域行政組合  東部環境美化センターからのお知らせ

沖縄の子どもたちに「養育里親」を 与那原町介護予防事業

　沖縄県では、さまざまな事情で親元
を離れて暮らしている子どもたちがい
ます。このような子どもたちを豊かな
愛情をもって一定期間、自分の家庭に
迎え入れて養育するのが「養育里親」
です。現在、短期間（数日から数カ月）
なら活動できる方や、乳幼児の養育
に協力したい方を募集しています。養
育里親になった後は、支援員によるサ
ポートもあります。

▶申込期間／11月１日（金）～29日（金）
（※土日祝祭日除く）

▶申込場所／福祉課窓口
▶受付時間／午前８時30分～午後５時15分

（お昼時間12時～13時除く）

※受講者の決定は先着順ではありません。
　各教室定員がありますので、定員超過した
　際は選考を行い受講者を決定します。

▶対　　象／与那原町在住の65歳以上の女性で、介護認定
　　　　　　（要支援１～２・要介護１～５）を受けていない方
▶教室内容／女性を対象としたマシントレーニングやストレッ
　　　　　　チ等の約30分プログラム
▶参 加 費／3,000円（３カ月・回数無制限）
▶期　　間／１クール３カ月　　　▶定　　員／５人
▶場　　所／カーブスマリンプラザあがり浜
　　　　　　（マリンプラザあがり浜ショッピングセンター１Ｆ）
　　　　　　　※年度内に受講できるのは１クールのみです。

０〜５歳の「養育里親」を募集しています

お問い
合わせ  

（福）袋中園　里親支援よしみず  ☎994-5134
satooya@taichuen.or.jp　   （9:00～17:00）

お問い合わせ  観光商工課 ☎945-5323

お問い合わせ  与那原警察署 ☎945-0110

　与那原町は昨年２月に「与那原町観光実施計画」を策定し、
「住みやすさを大事にしながら振興に取り組む」ことが定めら
れています。
　そこで、町民の皆さんや町内事業所の皆さ
んの声を聞くため、アンケート調査を実施しま
す。アンケートの内容は、観光振興によるメリ
ットやデメリットなどの影響や、行政に期待す
る取り組みなどです。

観光に関する皆さんの声をお聞かせください

指名手配被疑者の検挙にご協力を！

住民アンケート

事業者アンケート

　町民の皆さんと、町内事業所の皆さんは、
下記QRコードよりアンケートにご回答をお
願いいたします。所要時間は約10分です。
　皆さんから届いた声を反映し、よりよい施
策の実施に向けて取り組んでいきたいと思
います。

お問い合わせ  福祉課 ☎945-1525

ビューティートレーニング教室

※「第１庁舎」は福祉センター仮庁舎の名称です

小雪

第７次与那原町行財政改革推進委員会

お問い合わせ  総務課 ☎945-2201

詳しい内容は、町のホームページまたは上下水道課へお問い合わせください。

令和２年１月～３月の教室受講者募集中

　11月は指名手配被疑者捜査強化月間です。警察への情報
提供をお願いします。

お問い合わせ  生涯学習振興課  文化財係  ☎871-9981

鉄道の日　与那原駅跡パネル展

▶期　間／11月15日(金)～12月９日(月)
▶場　所／軽便与那原駅舎
　　　　　　　　　　　（入館料1,000円・町民は無料）

　町では、町の行財政改革大綱作成に広く町民の意見を反映
させ、町民協働による行財政運営を進めるため、公募により委
員を募集します。
　公募委員の方には、学識経験者や各種団体の代表者などの
町が選任した委員とともに、町の行財政改革に関する重要事
項について審議していただきます。
▶募集期間／2019年11月1日（金）～11月25日（月）
 応募資格
（１）町内に在住、在学、在勤している18歳以上の方
　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年10月1日現在）
（２）町政及び行財政改革に関心・意欲のある方
（３）月１・２回程度平日に開催する会議に参加できる方
▶募集人員／２名以内
▶任　　期／2019年12月１日から2020年4月30日までの
　　　　　　５カ月間
▶会議の開催／平日約２～３時間程度、月２～３回程度
▶報　　酬／町の規定による
▶応募方法／町ホームページに掲載している応募用紙に必要
　　　　　　事項をご記入のうえお申し込みください。
 応募書類の提出先（郵送・直接持参）
　〒901-1392　与那原町字上与那原16番地
　　　　　　　　与那原町役場　第１庁舎　２階　総務課

委 員 募 集

推薦入学試験
願書受付始まります！
推薦入学試験
願書受付始まります！

1 7～1111 1 7～金 木

2019年2019年
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与那原町制70周年

山里　將浩

与那原
交差点

与那原
警察署

日石
南部保健所前
バス停

南部保健所前
バス停

宮平
郵便局丸大宮平バス停

宮平バス停

兼城交差点

南風原石油

南風原町役場

総合精神保健
福祉センター

南部福祉
保健所

イオン
南風原店至

首
里

至那覇

那
覇
空
港
自
動
車
道

沖縄バス：（39）百名線（41）つきしろの町線
東陽バス：（30）泡瀬東線（37）那覇新開線（38）志喜屋線（91）城間線（南風原一日橋経由）
車で ： 那覇空港から南風原町経由与那原向け約20分

沖縄県健康づくり財団

一般財団法人 沖縄県健康づくり財団
お問い合わせ先

↓相続・遺言に関することはこちらをチェック↓

相続・遺言おきなわ .com
http://souzokuigon-okinawa.com/

相続・遺言のお悩み解決します

完全個室の相談ブース完備。
お気軽にご相談ください。（要予約）
～相続・遺言の相談は無料です～

代表司法書士   喜屋武　力 与那原町字東浜２３番地２
（ローソン与那原東浜店となり）

←QRコードか
「相続 遺言 きゃん」
で検索してアクセス

営業時間 平日AM9:00〜PM5:30TEL 882-8177

与那原町 住宅リフォーム支援事業 募集のご案内

ヒカリ塗装工業

TEL/FAX 098-911-0557沖縄県南城市佐敷字新里 519
事務所：与那原町字東浜62-33（203）

最高20万
ぜひ、この機会にお問い合わせ下さい。

〒901-1412
営業所

総合塗装・防水・改修工事

090-9656-8006
代表者 儀間博光（一級技能士）

補助金額工事費用の20％

沖縄県知事許可（般一）第13543号

日本英語検定協会奨励賞
３年連続受賞

国･私立中高受験指導
県立上位進学校受験指導

マリンタウン東浜本校

英 検 準 会 場 登 録 団 体

11月23日
   （勤労感謝の日）は
ごみ収集がお休みです
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